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シティズンシップと市民運動
～LGBTをとりまく日本的事情～

 ❖ 趣旨

本冊子は 2016 年 12 月 18 日に北海道大学において開催されたフォーラム「シティズンシップ
と市民運動～ LGBTをとりまく日本的事情～」の発表と議論の記録です。
本フォーラムは、性的少数者（LGBT）の社会・公的認知の拡充に対して、「シティズンシッ
プ」と「市民運動」はどのような貢献を果たしうるかについて検証・展望することを意図して
実施されたものです。「シティズンシップ」には「市民としての身分」、「市民性」、「市民権」と
いった訳語が当てられています。しかし LGBTの人々にとって「シティズンシップ」とは具体
的に何を意味するのでしょうか。あるいは「市民運動」とは何を意味するのでしょうか。2015
年には SEALDs（「自由と民主主義のための学生緊急行動」）が国会議事堂前で特定秘密保護法
に反対する集会を開き、SEALDs が中心となったデモには多くの若者が参加しました。また、
“子どもの未来を守りたい”との考えから脱原発や戦争反対、特定秘密保護法廃止などを訴える
「ママデモ」などと呼ばれる活動も注目を集めました。最近では、大統領選挙後の米国で様々な
市民運動が展開されており、隣の韓国でも大統領の罷免を求めて市民による百万人規模の抗議集
会が開かれました。はたしてこのような「シティズンシップ」や「市民運動」によって、日本で
も LGBTをめぐる運動にも新しい風が吹くことになるのでしょうか。
2015 年は LGBTムーブメント飛躍の年でした。まず 5月にカトリック教徒の多いアイルラン
ドで、国民投票の結果として、同性婚を認める法律が法制化されることが決まりました。翌月に
アメリカ合衆国連邦最高裁は、同性婚は「法の平等な保護」を定めた合衆国憲法の下の権利であ
るとして、同性婚を禁止する州法を違憲と判断し、同性婚が合法となりました。特筆すべきは、
2015 年 8 月には 2014 年末の国際オリンピック委員会での決議を受け、オリンピック憲章根本原
則 6条に「性的指向」への差別撤廃が盛り込まれたことでした。
また日本では、海外では 10 年以上も前に巻き起こっていた「同性パートナーシップの公的認
証制度（同性愛者等に、異性愛者間の婚姻と同等もしくはそれに近い権利・機会を与える制度）」
制定の波が来ました。昨年来、東京都渋谷区、同世田谷区、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、三重
県伊賀市などの自治体で同制度について検討がなされ、すでにその導入が始まっています。多く
の民間企業も、これに関連する新しいサービスを模索し始めています。そして教育行政も新たな
局面を迎えており、文部科学省が性的少数者への配慮を求める通知を全国の小中高校へ送ると
いった取り組みも始まっています。
今年 6月 6 日には、「ドメスティックパートナー札幌」という団体が「同性カップルを含む

『同性パートナーシップの公的認証』に関する要望書」を秋元克広札幌市長に提出しました。秋
元市長は制度創設を検討することを明らかにしました。しかし今後、性的少数者が「シティズン
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シップ」を享受するためには、行政や性的多数者の理解を得るための様々な活動や「市民運
動」を行わなければなりません。その一方で、表現の自由を許容する現代社会にあっても、そ
のような活動を制限する流れがあることも事実です。
本フォーラムでは三人の提題者から、「シティズンシップ」と「市民運動」の可能性と課題
について、LGBTをとりまく日本の諸状況を踏まえた報告がなされ、それをめぐって議論が交
わされました。私たち本フォーラム企画者は、本記録が持続可能な「私たちの街づくり」を探
る新たな一歩となることを祈っています。

北海道大学大学院文学研究科
応用倫理研究教育センター　
企画者一同　　　　　　　　
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 ❖ 登壇者紹介

パネリスト
野宮 大志郎（のみや だいしろう）
中央大学教授、国際社会学会RC47 前副会長、日本学術会議社会学委員会フューチャーソ
シオロジー分科会委員長。社会学・市民運動。グローバルに、国境を超えて展開する反戦
平和運動、人権環境運動、援助活動、ボランティア活動など、市民活動の研究をしている。

尾崎 一郎（おざき いちろう）
北海道大学法学研究科教授・同研究科附属高等法政教育研究センター長。法社会学。本学
教員として、ジェンダー・セクシュアリティ関連研究教育で文学研究科応用倫理研究教育
センターに協力している。

鈴木 賢（すずき けん）
明治大学法学部教授、北海道大学名誉教授、札幌ミーティング創設者、「ドメスティック
パートナー札幌」呼びかけ人代表。札幌で LGBTの当事者運動に長年従事。中国法、台湾
法専攻。近時は台湾の同性婚運動をテーマのひとつにしている。

司会・進行役
瀬名波 栄潤（北海道大学大学院文学研究科教授・同応用倫理研究教育センター員）
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第Ⅰ部

 ❖ 開　会

瀬名波：これより北海道大学大学院文学研究
科応用倫理研究教育センター主催、法学研究
科附属高等法政教育研究センターとの共催、
そしてサステナビリティ・ウィーク 2016 後
援の、一般公開フォーラム「シティズンシッ
プと市民運動：LGBT をとりまく日本的事
情」を開催いたします。
それでは、主催者を代表いたしまして、本
学理事・副学長の新田孝彦特任教授から、皆
様へフォーラム開催のご挨拶をいたします。

 ❖ 開会の挨拶

新 田：北海道大学理事・副学長の新田でご
ざいます。
本フォーラムの開会に当たりまして、私は
以前、このフォーラムを主催する応用倫理研
究教育センターに所属していたことがあると
いうご縁から、一言ご挨拶申し上げます。
本学の応用倫理研究教育センターは、10
年あまりの活動を通じて、我が国の応用倫理
研究の発展に寄与し、また国際的な研究ネッ
トワークの形成にも貢献してまいりましたが、

本学におけるジェンダー・セクシュアリティ
教育において中心的な役割を果たすというこ
とも重要なミッションの一つとなっておりま
す。
そして、このフォーラムは、ジェンダー・

セクシュアリティに関する様々な問題を学
外の皆さまと共に考える機会として、今年
で 10 年目という節目の年を迎えることにな
りました。これまで取り上げたテーマを振り
返ってみますと、「性差医療」、「DVのメカ
ニズム」、「老いとテクノロジー」、「異性装」、
あるいは「結婚」の問題を取り上げ、昨年
は「同性パートナーシップ制度導入を考え
る」というテーマで、副題は「私たちの街づ
くり」ということでした。今回は、「街づく
り」という視点を引き継ぐ形で「市民運動」
という観点から「ジェンダー・セクシュアリ
ティ」問題を考えるフォーラムとなりました。
開催趣旨にもありますように、性的少数者

が多数者と同等の「シティズンシップ」を享
受するためには、いわゆる「市民運動」が不
可欠だと思われますし、実際、人権をめぐる
活動の歴史はそのことを示しています。とい
うのも、誰が、あるいはどのような資質や資
格を持ったものを「市民」として認めるかと
いうことは、歴史的には決して不変ではな
く、その社会の多数者が自明としているもの
に対する異議申立があってはじめて見直され

北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター主催　一般公開フォーラム
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る、そういう歴史を繰り返してきました。ま
た、現代社会のように、利害が複雑にからみ
あう多くの問題があるときには、必ずしも代
表民主制はうまく機能しないということもご
承知の通りかと思います。こうした状況では、
政府が代表する「公」の領域と、「私」の領
域を繋ぐものとしての「中間団体」の役割が
重要になってまいります。市民運動もこうし
た中間団体の活動の一つとして位置づけられ
ます。
このフォーラムが、こうした問題への理解
を深める一助となれば幸いです。皆さまの真
摯なご議論に期待をいたしましてご挨拶とい
たします。

 ❖ フォーラムの開催趣旨説明

瀬名波：次に、本フォーラム企画の意図を説
明させていただきます。すでに新田理事・副
学長からも簡単に説明がありましたし、また
皆さんにお配りした案内に開催の趣旨説明を
載せておりますので、ここではかいつまんで
説明させていただきます。
性的少数者の社会・公的認知の拡充方策の
一つとして、シティズンシップと市民運動を
検証・展望する。海外では 10 年以上も前に
まきおこった「同性パートナーシップの公的
認証制度（同性愛者等に、異性愛者間の婚姻
制度に同等もしくは近い権利・機会を与える
制度）」の波は昨年来、日本にも大きなうね
りを作り出した。そして、本年 6月、「ドメ
スティックパートナー札幌」が同性カップル
を含む同性パートナーシップの公的認証に関
する要望書を札幌市長に提出し、市長は要綱
による制度創設を検討することを明らかにし
た。今後、性的少数者がシティズンシップを
享受するためには、行政や性多数者の理解を

得るためのさまざまな活動を有意義に行わな
ければならない。市民運動はその一つ。だ
が、問題をはらんでいないわけではない。本
フォーラムでは、社会学者、法学者、LGBT
アクティヴィストなどの登壇者を用意し、市
民運動の限界と可能性について考える。
以上が、開催の趣旨です。
では、フォーラムの進行について説明させ
ていただきます。
フォーラムの前半では 3名の登壇者に、自
己紹介と、「シティズンシップと市民運動：
LGBTをとりまく日本的事情」について、そ
れぞれのお立場から 15 分程度お話をしてい
ただきます。その後 15 分の休憩を取ります
が、その間に、すでにお渡ししてあるご意
見・ご質問用紙に記入し、受付もしくは会場
内のスタッフにお渡しください。なお、皆様
からのご意見、ご質問は、個人が特定できな
いように編集をして、後日作成されます報告
書、記録集、もしくはインターネットの公開
において使いますので、あらかじめご了承願
います。
そして、フォーラムの後半ですが、まずは
登壇者の皆さんからご自身の意見を補完する
形でお話をお聞きし、会場の皆様との意見交
換会へと持っていきます。その後、閉会式へ
とつなぎたいと思いますので、忌憚のないご
意見、ご質問を頂きたいと思っております。
会場の皆様におかれましては、すべての市
民を含めた私たちの街づくりのために、シ
ティズンシップや市民運動の在り方というも
のを共に考えるよい機会になるよう、最後ま
でご協力をよろしくお願いいたします。
それでは、登壇者の方々にご登壇願いま
しょう。お名前を呼びますので、それからご
登壇ください。
まず、元北海道大学、現中央大学文学部教
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授の野宮大志郎さんです。
次に、北海道大学法学研究科教授で、現在
同附属高等法政教育研究センター長の尾崎一
郎さんです。
最後に、北海道大学名誉教授で、現在は明
治大学法学部教授の鈴木賢さんです。
なお、私は、応用倫理研究教育センター員
の瀬名波と申します。本日は司会兼進行役を
務めさせていただきます。よろしくお願いい
たします。（拍手）
それでは、前半を始めてまいります。おひ
とり 15 分程度で、自己紹介と、本フォーラ
ムのテーマである「シティズンシップと市民
運動：LGBTをとりまく日本的事情」につい
て、ご意見をちょうだいします。
野宮さんからお願いいたします。

 ❖ 自己紹介・プレゼンテーション

野 宮：私は 1990 年代の数年間、北大でお
世話になりました。もう 20 年前のことにな
りますが、北大で過ごしたことは今でもすご
くいい記憶として残っています。本日こうし
てお招きいただきましたが、今までに自分が
してきたことを、少しでも皆さんにお返しす
ることができればと思っています。
私の研究領域は市民運動や社会運動、市民
社会です。北海道との関係ですと、2008 年
に洞爺湖サミットがあり、そのときに研究
チームをつくって色々な観点からサミットの
研究をしました。自分のキャリアの中でも大
きなものの一つです。今日は、そういった経
験も踏まえてお話させていただこうと思いま
す。LGBTに限らず、人権が市民運動の表に
なかなか出てこなかった、という歴史的な流
れを皆さんに紹介していくことができればと
思っています。

さてここで、日本の市民運動の歴史的な
経緯を描いてみます。戦後 45 年、それから
2000 年に至るまでを図で描くと、1969 年を
頂点として、それから急激に下まで下がって
くるという線になります。もちろん、所々で
ちょっとした動きはあります。例えば 60 年
代は、安保の問題で大きく上がりました。80
年代に入って、平和運動が若干高揚しました。
ただ、おおざっぱに言えば、日本では 69 年
をピークとして急速にあらゆる種類の運動が
下降線をたどり、そして非常に低いところで
停滞していきます。このことは、国際比較を
すると非常にはっきりとした日本の特徴とし
て浮かび上がってきます。
69 年を頂点として急激に下がる運動は数

多くあるのですが、実はこの中で運動の質も
大きく変化しています。一つ一つのイベント
の規模も急激に縮小していきます。まず、動
員される人数が極端に下がってきます。この
傾向は 70 年代に入るとすぐに現れてきます。
二つ目は、イベントの行動性に急激な変化が
見られます。すなわち、運動のカテゴリーか
ら、デモや示威行動、労働運動でよく使われ
る、シュプレヒコール、ストライキ、バリ
ケードといったものがほとんど消えていきま
す。それこそ潮が引くように、そういったも
のがほぼなくなっていくという状況が 70 年
代に入って起こるわけです。
本日のテーマに近づけます。人権、文化、

女性、フェミニズム、そして差別といったタ
イプの運動は、日本の運動の大きな流れの中
でどのように生き延びてきたのか。結論から
言うと、ほぼ生き延びてきてはいません。生
き延びてきていないという以前に、そもそも
人権、差別、女性といった運動そのものが活
発ではありませんでした。活発ではなかった
という言い方がよいかどうか分かりませんが、
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野宮大志郎さん

日本の運動全体に占めるこういった運動の
パーセンテージは極端に低いのです。
例をあげます。戦後から 2000 年近くまで
のデータですが、人権活動は全体の活動の
うちの 3％強です。文化活動は 1％にも満た
ない。差別、反差別の活動も 1％に満たない。
女性・フェミニズムも 1％に満たないのです。
特に本日のテーマに上がっている運動や、そ
れに近い運動を見ても、合計して 5％に満た
ないほどです。ですから、こういった運動は
底辺の底辺のところにしか存在していなかっ
た運動だということになります。こういった
運動は、市民運動論者の中では「新しい社会
運動」というカテゴリーに含められることが
あります。新しい社会運動というのは環境、
人権、フェミニズム、女性といった運動の総
体のことを言いますが、大きな流れを見ると、
それが日本では根づいていかなかったことが
わかります。
日本の市民運動は 70 年代に入って急激に
停滞していきます。では、何も起こらなかっ
たのか。確かに、大したことはあまり起こっ

ていません。2000 年代に入っても、時々小
爆発があっただけです。その代わりにNGO
が急速に台頭してきます。NGOが出てきた
のは日本では 80 年代に入ってからのことで
す。90 年代に関連する法案が通過し、それ
からさらに数は増えていきます。人権活動
や反差別活動が NGO で取り上げられてこ
なかったのかというと、そうではありませ
ん。こういったことがNGOによってどの程
度取り上げられてきたかというと、たとえ
ばNGO活動全体に占める人権というカテゴ
リーの活動は 15％です。NGO 活動をセク
ター別に分類してみると、教育、開発といっ
た活動が重きをなしています。本当に、人権
というカテゴリーの活動は少数であると言わ
ざるをえません。
ここまでは日本の状況について話してきま
した。先ほど、戦後直後以降の日本における
活動の線を引いてみると、1960 年代末に至
るまで急速に上がってきて急速に落ちる山型
の線になる、というお話をしましたが、ほか
の国もそうなのでしょうか。60 年代は、先
進諸国で大きな運動の嵐が吹き荒れた時代で
す。「反抗の時代」とか、色々な言われ方が
されました。学生運動に加えて、開発に対す
る運動、すなわち「反公害運動」がありまし
た。あるいは、産官学の癒着を批判する大き
な運動もありました。日本のコンテクストで
は、こうした中、安保が非常に大きな影響を
与えていた時代だったと言うことができます。
それなら、こういうことは日本だけではない
のではないか。これはある一面、イエスです。
確かに、アメリカを見ると類似のことが言え
るかもしれません。日本ほど極端ではなくて
も、市民活動の衰退の図はアメリカ社会でも
描けるかもしれません。ところが、日本にお
けるような山型を描くかどうかは、国によっ
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てかなり異なります。先進国だけでも異なっ
ています。例えばドイツで同じような数字を
取ってみると、戦後すぐから 2000 年代にか
けて、ずっと右肩上がりの線が描けます。つ
まり、ここに日本的特殊性を見ることができ
ます。すると今度は、日本の市民活動は特殊
なのか、という疑問が生じます。
ここで、サミット・プロテストに関する
比較の例を挙げてみます。2008 年に洞爺湖
サミットがありました。2007 年にはドイツ、
2005 年にはイギリス、そして 2003 年にはフ
ランスでサミットがありました。それぞれの
サミットで起きたデモの 1日の参加者数を見
ると、2003 年のフランスでは 10 万人という
数字で、2005 年のイギリスでは 20 万人です。
2007 年のドイツは 8万人です。しかし 2008
年の洞爺湖サミットの時は 3,000 人です。桁
が違いますね。
では最近の政治イベントの例を取ってみま
す。2015 年にはシールズ（SEALDs）が有
名になり、ママデモが有名になりました。国
会議事堂の前には大きな人の集まりができま
した。私も何度もそこに行きましたが、非常
に大きな集まりだと感じました。そのときの
参加者数は主催者発表では 12 万人、警察発
表の数字では 3万 3,000 人でした。このよう
に市民・社会活動の調査をしていると発表さ
れる数字が極端に違うことがあります。そこ
で、どの数字が本当かということですが、実
は主催者側もあまり分からないのです。です
から大体真ん中当たりの数字を取っておけば
いいと思うのです。
お隣の韓国では今年、朴槿恵大統領の弾劾
がありました。主催者発表では、参加者数は
韓国全国で 232 万人です。やはり桁が違いま
す。どうも、儒教圏だからとか、東アジア圏
だからという話でもなさそうです。とすると、

市民社会あるいは市民運動に関して、日本は
どういう国なのか、どういう社会なのか、と
いうことを問い直してよいことがお分かりい
ただけると思うのです。
サミットのときに一緒に調査をした、山形

大学で教えている山本英弘さんという私の友
人がいるのですが、彼が行った調査の中から
例を挙げてみます。面白い調査で、参加者で
はなくて、参加者を見ていた周りの市民に対
する調査です。
サミット・プロテストをしている洞爺湖で、

その周りにいる一般の人たちがそれをどう
見ていたかというと、「治安や社会秩序に不
安を与える」が 52％、「ごく一部の人々の勝
手な主張」が 45％、「主張の意味が不明」が
60％、そして「主張に共感する」は 25％で
す。サミット・プロテストに参加している人
と、その周りの人々との距離が大きいという
ことが、この数字でお分かりいただけると思
うのです。
さて、まとめておきたいと思います。現在

の人権活動、特に LGBT をとりまく活動に
ついては、後の 2人の先生方がしっかりと具
体的に議論してくださるはずですが、その
前に、日本の状況で LGBT活動、人権活動、
反差別活動をするということと、それを問う
ということについては前提が必要だと考えて
います。つまり、われわれは幾つかの課題を
考えなければならないと思うのです。これ
だけ何もない日本で LGBT活動、人権活動、
反差別活動を論じるときに、まずこれから述
べることをストレートに問うておきたいと思
います。
一つ目は、活動は高揚しているのでしょう

か。私は、していないとも言っていませんし、
しているとも言っていません。アウェアネス
だけなのではないか。さらに言うと、アウェ
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アネスそのものが上がっているという議論を
してよいのだろうか。そこにはクエスチョン
マークがつきます。それは疑うという意味で
はありません。問うべき課題として皆さんに
お渡ししておきたいと思います。
二つ目です。LGBT活動の効用があるとし
ます。これは確かにそうだと思うのです。た
だその際に、日本の戦後の市民社会の動きを
見たとき、一体その土壌はどこにあったのか
を問わなければならないと思うのです。日本
の過去の市民活動の歴史から、ストレートに
これを引き出すことはできません。そうする
と一体、この運動はどこでどのように生まれ
てきたのか。これを問わなければならないと
思うのです。さらに言うと、恐らく思想的な
淵源は、あまり日本の中ではぐくまれてこな
かったのかもしれません。そうすると、思想
的な淵源はどこにあるか。これも問わなけれ
ばなりません。
とりあえず、私の話はここまでとしておき
ます。

瀬名波：ありがとうございます。いきなり議
論を始めたいぐらいの内容のお話ですが、前
半は登壇者からのお話ということで続けてま
いります。
それでは尾崎一郎さん、まずは自己紹介か
らお願いします。

尾 崎：私は法学研究科で法社会学を専攻し
ております。知っている方が少ないマイナー
な科目です。
企画者からは事前に社会運動の現状と課題
に関する話を軸にするよう指示されていたと
理解しておりました。ただ、法を絡めなけれ
ばならないということを直前に言われ、若干
混乱しています。法の話も多少出ますが、野

宮先生の話とかなり関係のある話を中心に話
をさせていただけたらと思います。
2点申し上げます。
第 1点目は、今日のシンポのテーマである
LGBTのシティズンシップに関し社会運動が
一定の成果を生み出しつつあることを実感し
た、最近の経験についてです。
一般的にはある社会運動の成果をどう測定
するかは容易なことではありません。法学者
とか法律家であれば一番関心を持つのは、特
定の立法を実現しようとする運動であった
り、あるいは逆に特定の立法を阻止しようと
する運動だったりします。また、裁判闘争が
運動の中で重要な位置を占めることもありま
す。そのような場合は、立法や裁判の帰趨に
よって、運動の成否は近似的には分かると思
います。ただし、法社会学的には、立法とか
司法判断の効果をどう考えるかということは、
実はそれほど単純ではありません。この点に
ついては質疑の時間にお話しするかもしれま
せんが、一応ここでは留保しておきます。い
ずれにしても、運動が社会にもたらす効果は

尾崎一郎さん
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もっと多様で、時にあいまいであることを理
解しておく必要があると思います。
そのうえで、LGBTのシティズンシップを
めぐる近時の運動の成果を私が実感したのは
どういうものだったのかを話します。今年度
から法社会学者によるある全国規模の社会調
査のプロジェクトが始まっており、多くの研
究者が参加して質問票と調査票の作成に取り
掛かっているのですが、その過程で面白い議
論が起きました。回答者に「あなたの性別は
何ですか」と属性を尋ねる質問がありますが、
選択肢として「男」「女」以外に、「その他」
を付け加えるべきではないかという問題提起
が一部の研究者からなされたのです。10 年
前に同様の調査票調査を行ったときには、そ
のようなことは一切議論に出ませんでした。
今回も当初の議論では、次のような判断に
傾きかけました。―一般市民を対象とした
調査であり、「その他」を設定するのは時期
尚早ではないか。一般の人が「その他」とい
う選択肢にむしろ違和感を抱いて、調査への
バイアスがかかるのではないか。従って「そ
の他」は入れないほうが無難ではないか―
このような判断です。
しかし 30 代を中心とする若手研究者から、
強い異論が出されました。細かい議論が続
きましたが、その過程で指摘された、「電通
ダイバーシティ・ラボの『LGBT調査 2015』
によれば、7.6％の方が LGBTに該当すると
いう結果が出た」という事実や、「フェイス
ブックでアカウント登録するときも、日本で
はまだ男か女かでしか選べないが、アメリカ
版フェイスブックでは性別が 50 種類以上選
択できるようになっていて、UK版に至って
は 70 種類以上ある」という事実は、印象的
でした。さらに欧米ではすでに社会調査にお
ける性カテゴリーについての論文さえあるら

しいということが分かってきて、われわれは
けっこう困ったわけです。要するに、LGBT
をはじめとする多様な人々の存在に無自覚な
調査票を設計することは、時代遅れで国際標
準にも合致しないし、何より当該の人々に対
する配慮を欠いている、という点ではみんな
合意しているのですが、逆にそのような調査
票を提示することでどのような反応が返って
くるかが問題だということです。実は今、社
会調査はやりづらくて、調査票調査の回収率、
回答率の低さが深刻な問題になっています。
ですから、少しでも回収率が上がるようにし
たいのです。LGBTの人たちに配慮した結果
回答率が低くなってしまうのでは困るという
危惧がなかったと言えば嘘になります。最終
的には、「男」か「女」か「その他、もしく
は答えたくない」の 3択にするということに
落ち着きました。
この結論の是非はともあれ、10 年前の調
査時には全く議論にならなかったようなこう
いう問題について、ようやく議論できるよう
になったことは確かな変化として指摘できま
す。特に若い世代からこのような問題提起が
なされたということは、ささやかではありま
すが、LGBTのシティズンシップをめぐる運
動の、一つの間接的な成果と言ってよいので
はないかと考えた次第です。
第 2点目は、社会運動の話です。野宮先生

の話とかなり関係するのですが、いわゆる
「個人化」や流動化が進む現代社会における
社会運動を、どのように理解するのかという
問題です。
今から 15 年前の 2001 年に、日本法社会
学会の学会誌が「90 年代日本社会の変動と
諸改革」という特集を組んだことがありま
す。そこに寄稿を求められて、私は「生きが
いとしてのコミュニティ」という小論を執筆
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しました。当時は、市場と国家の中間領域で
あるところの「共的領域」、具体的には地域
コミュニティであるとかワーカーズコレク
ティブ、各種NGO、NPO、あるいはボラン
ティア・ネットワークなどの可能性を探究す
るという議論が流行しており、わが法社会学
会でも、いわゆる「まちづくり」についての
実証研究などが報告されたりしていました。
最近では、その流れを受けて、「都市コモン
ズ」などといった概念が提示されたりもして
います。他方で、都市部における新移民の流
入が生み出している地域住民とのあつれきと
か、ニュータウンの老朽化、スラム化、ある
いは孤独死の続発といったような病理現象も
指摘されていました。こうした中でなされる
「まちづくり」や「コミュニティ活動」とい
うのは、希薄化する社会連帯の中であえてそ
れを選び取った人々による活動であり、その
意味では趣味のサークルなどと原理的には同
質の活動としての側面を持っていること、当
人にとっては生きがいやアイデンティティー
の追求の媒体となっているが、その社会的意
義は当人が考えるほどには周囲には理解され
ず、逆に違和感の対象とさえなっていること、
を私は指摘しました。コミュニティを志す仲
間が使命感に燃え、インターネットなどのメ
ディアも駆使して、また同調する学識経験者
や他地域の人々、あるいは都市計画のコンサ
ルタントや行政担当者などと連携する、とい
うことはよくあるのですが、そうであればあ
るほど、その関心を共有しない周囲の声なき
マジョリティーからは距離を置かれるという
ことです。先ほど野宮先生が話された調査と
もつながると思うのですが、そういう構図が
見られると指摘したのです。15 年前の私の
思いつきのような議論は、「そうだ、そのと
おりだ」と言ってくれる人も一部にはいたの

ですが、そのまま闇に消え去りました。
最近、北大経済学部出身の富永京子さんと
いう若い社会学者が『社会運動のサブカル
チャー化』という興味深い社会運動研究書を
上梓しました。これは洞爺湖の G8 サミット
に対する抗議行動に参加した人々に対する調
査を通じて、抗議行動という出来事と、その
前後における準備活動や日常生活といった日
常との往還において、政治的な運動に参加し
た人々によって共有され、伝達され、再生産
される個人のこだわりや理想、あるいは組織
的なしきたりや規範を通じて、意識的、無意
識的に表出されるものとしての「サブカル
チャー」の存在を指摘するという研究です。
そこでは、G8 サミット抗議行動に参加した
個々人がそれぞれに、（富永さんの言い方で
言うと）「しきたり」「慣習」「規範」といっ
たものを作り上げ、それに対するこだわりを
有していて、それらは他者と濃厚に共有され
連帯感を高めることもあるが、逆に微妙な差
違から反発が生まれ、関係が遮断されること
もあるということが実証的に示されています。
富永さんの研究においても、社会の個人化
とか流動化というコンテクストは明瞭に意識
されています。その中で、仮に G8 抗議や反
グローバリズムという点ではうっすらと共通
していても、注目する論点や、その論点の反
映でもある運動体の組織化のしかたや運動の
進め方について、それぞれ多様なこだわりや
価値観が交錯していたことが分かります。そ
れらのこだわりは、個々人の個別具体的な人
生経験に根差したアイデンティティーや居場
所、15 年前の私の言い方で言えば、生きが
いあるいは生きる意味が懸けられているもの
であり、共有できれば強い協調行動が生まれ
ますが、共有できないと単なる無関心や不干
渉を超えて、一種の相互斥力が働いてしまい
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ます。こうしたことから、もはや運動体がか
つての階級闘争や労働運動のように一枚岩で
トップダウン的に統制されている実態を想定
することはできず、しばしば、いわば多様で
多中心的なアクターの離合集散による緩やか
な連帯にとどまることになります。この最後
の点については、原発や安保法制に関連して
若い運動家と連携している小熊英二さんの
『社会を変えるということ』という本などで
も、肯定的なニュアンスとともに指摘されて
いたと思います。
G8 抗議行動一つを取ってみてもこうなの
ですから、これに反グローバル化とは異なる
問題に関わる社会運動、例えば動物愛護とか、
北海道であれば JR廃線反対運動とか、最近
また報道されている伊達直人さんのような運
動（編集注：マンガ「タイガーマスク」の主
人公「伊達直人」の名で、子どもたちにラン
ドセルなどのプレゼントをクリスマスに贈
る「タイガーマスク運動」）、あるいはこのよ
うなリベラルな志向性とは全く真逆の、民族
主義的、または保守主義的、伝統主義的な運
動などに関する協働と対立という軸が組み合
わさると、社会の構成員間の関心やサブカル
チャーの共有は、実はとても困難であること
が分かります。まさに社会は個人化している
のです。富永さんの「サブカルチャー」とい
う表現は言い得て妙だと思ったのは、サブカ
ルチャーはマスカルチャーに対抗するカウン
ター・カルチャーとしての側面を持つと同時
に、分かる人には分かるが分からない人には
分からないという側面を持つということで
す。一種のクラスター化、「同好の士」化の
問題は、富永さんの本でも触れられています。
「共有と排除の両義性」ということは、サブ
カルチャーの特徴ではないかと思います。そ
うだとすると、社会運動とか市民運動と呼ば

れるものは一体いかなる営為なのか、という
野宮先生の問いかけと同じ問いかけに私もた
どり着くことになります。
このような見解に対しては、過度のシニシ

ズムだと取る方もいるかもしれません。私は、
これはシニシズムではなくてリアリズムだと
思っています。あるいは、例えば水俣病のよ
うな公害や、特定地区のスラム化、あるいは
被災地などの地域住民に共通の課題、あるい
は非正規雇用労働者という新しい階級に共通
の課題といったものは確かにあって、その意
味では必然的な論点共有が当事者にあるはず
であり、個人の選択にすぎないというのは誇
張だという批判もあるかもしれません。確か
にそうかもしれませんが、私は現代社会の一
つの特徴は、当該問題にまきこまれる前に、
あるいはまきこまれた直後にそこから転出、
退出してしまう人々が少なからずいて、むし
ろそれができることが個人の才覚であり合理
的な生存戦略だという意識が（退出の現実的
な可能性を無視する形で）広く普及し信じら
れていることではないかと思っています。流
動化というのは、単に人が多く移動している
ということではなく、そのような退出、転出
行動が合理的だという意識が支配しているこ
とを指しているのではないでしょうか。
さて以上の考察は、現代社会の社会運動に

ついての一般論です。LGBT のシティズン
シップということに関してどこまで当てはま
るのか、私にはよく分かりません。シティズ
ンシップの問題は他の社会運動と同列に論じ
られるものではないという批判には、説得力
があると思います。また、LGBTであること
自体は当人の選択によるものでは全くないと
いうことは、人種や民族をめぐる問題同様に
明らかです。そして何より、この後登壇され
る鈴木先生らの精力的な活動が、札幌市にお
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ける同性パートナーシップ制度の実現といっ
た輝かしい成果を生み出しつつあることは、
どんなに強調しても強調し過ぎることはない
と思います。
ただ一つ言えることは、昨年のこのシンポ
に聴衆として参加したときにも感じたのです
が、ここで熱心に交わされる議論や開示され
る情報が、今日この場に来ていない人々、そ
れこそ LGBT問題に何の関心も持っていな
い無数の人々にどこまで伝わるのかというこ
とです。もちろん、一部のマスメディアによ
る報道はあるかもしれませんし、ネット等に
よる多様な情報発信も進化しています。他方
で、そうした発信に対する反応、再反応とし
て、ネット上などでしばしば目にすることに
なる、異なる立場の者同士の間で飛び交うと
げとげしい言葉、人格非難、あるいはコンス
ピラシー・セオリー（陰謀論）のようなもの
は、見る者を非常に傷つけると思います。何
らかの主張に若干の留保をつけた人が出てき
ただけで、まるで自分の主張が全否定された
かのように反発したり激怒したりして、ぶし
つけな言葉を陰に陽に投げつけてくる人は、
アンチ・リベラルだけではなくリベラルな人
にもたくさんいます。そのような態度は決し
て共感を調達することにはならないと私は考
えています。
そこまでではなくても、何らかの発信その
ものから無意識のうちに目をそらし、忘却し
たりする人々は無数にいます。そうした人々
を、端的に無教養で鈍感であると言うことは
簡単です。しかしもしかしたら、その人はあ
る問題については鈍感であるが、例えばごみ
問題については極めて鋭敏かつ見識にあふれ
た人なのかもしれません。社会に存在するす
べての問題について十全な意識と知識を有し
ている人はいないのです。だとしたら、多様

な問題の間の優先順位をどのようにしてつけ
たらよいのか。これは私自身もまだ考え続け
ている問題で、今日の問題提起として申し上
げたいと思っております。

瀬名波：足りないことがあれば、後から付け
加えていただければと思います。
それでは鈴木賢さん、お願いします。

鈴 木：私は 30 年前、この札幌で LGBTの
当事者運動を始めた者です。今日のフォーラ
ムのタイトルは「LGBT のシティズンシッ
プ」ですが、その当事者です。今日はアク
ティヴィストという枠でお招きいただいてい
るようですが、本業は法学部の教員です。北
大に 25 年務めたあと、昨年から明治大学で
お世話になっています。中国や台湾の法律を
勉強しています。昨年も、この応用倫理研究
教育センター主催のシンポで発言させていた
だきました。
この 1 年間、日本の LGBT をめぐる状況
は大きく変化しました。札幌でも同様です。
昨年、このシンポに登壇させてもらったこ
とをきっかけに、札幌の仲間たちと 2016 年
2 月から、「ドメスティックパートナー札幌」
という LGBTの当事者の声を集約する運動
を始めました。私は東京に住んでいますが、
ときどき札幌に戻ってきて、同性も利用でき
るパートナーシップ制の導入を札幌市に要請
する活動を始めました。札幌でもパートナー
シップ制を導入するには、とにかく当事者の
声を札幌市に届けることが重要だと思いまし
た。そこで札幌市在住の当事者に呼びかけて、
要望や思いを束ねることにしました。
去る 6月 6日に 144 名の賛同者の住民票を
添えて、秋元札幌市長に要望書を手渡しまし
た。市長はわれわれの要望にこたえて、来年
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の早い時期には制度を導入することを表明し
て下さいました。いろいろな雑音もあったか
と思いますが、当事者の声に耳を傾けてくだ
さり、英断していただいた札幌市長および札
幌市の幹部職員の皆さんには、この場をかり
て感謝を申し上げたいと思います。いよいよ
日本で初めて、政令指定都市でパートナー
シップ制が始まりますが、見識ある市長と市
役所の職員を持つということは、札幌に育て
られた者としてとても誇らしく思います。最
近はパートナーシップ制に関する講演に呼ば
れる機会もありますが、そんな機会に札幌市
民であったと誇りを持って言うことができる
ことをうれしく思っています。
今日申し上げたいことは、おもに 3点あり
ます。第 1 点は、日本における LGBT のシ
ティズンシップ確立の困難さ、その日本的特
殊事情についてです。第 2点目は、「日本は
LGBT に寛容である」という俗説がありま
すが、これは本当なのかということ。そして、
第 3点目は、「同性間に婚姻を開放すると少
子化が加速されるのではないか」という危惧
についてです。日本以外でもでそういう声が

ありますが、それは果たして本当かについて
です。
まず、日本における LGBT のシティズン

シップ確立の困難さという問題です。
キリスト教圏やイスラム圏と違い、日本で

は、最近まで LGBT が政治や法の世界に一
切登場してきませんでした。つまり、LGBT
は公共空間において一貫して不可視化され、
目に見えない存在でした。キリスト教圏では
反ソドミー法という法律があって、同性間の
性行為には刑罰が科されていました。多くの
場合、男性間の性行為に限られていたのです
が、ネガティブな形ではあるにせよ、ゲイが
法的主体であったということになります。そ
れが 90 年代以降、非刑罰化され、さらに同
性パートナーシップ制や婚姻を同性間にも認
めるという形で、法による権利保障へと進ん
でいくわけです。それに引き換え、日本では
LGBTにかかわる法律は一切ありません。つ
まり LGBT は法的にはいないも同然で、そ
の存在を無視されてきたわけです。法的主体
性自体が承認されていなかったのです。すな
わち、市民権を語る基礎がそもそも欠落して
いることになります。日本では LGBT につ
いてシティズンシップを語ることがとりわけ
困難な理由がここにあります。したがって、
まずは LGBTが正当な社会的主体として可
視化されることが必要で、カミングアウトで
きる状況をいかに作り出すかが前提となりま
す。まず存在が認知されない限り、LGBTの
シティズンシップは語りようがありません。
日本では 2003 年に、当事者や一部の理解
ある国会議員の尽力によって、性別の取扱い
の変更に関する特例法が制定されました。一
定の要件のもとで戸籍上の性別の取り扱いの
変更を認めた法律です。これによってトラン
スセクシャル、あるいは性同一性障害と言わ

鈴木賢さん
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れる人たちの存在が法的に公認され、格段に
可視化が進みました。先ほど尾崎先生が挙げ
た例にもあったように、この法律がそうした
若い法社会学者の意識を変えていったのだと
思います。法律が制定されたことで、性同一
性障害に関する情報が非常に多く流通するこ
とになりました。文部科学省でも、LGBTの
中で「T」を真っ先に学校教育で取り上げる
よう通達しています。それから、特に FTM
（編集注：Female to Male）、つまり女性か
ら男性へ性別を変えたいと思っている方々が
次々とカミングアウトし、顔を出して社会的
に活躍し始めました。杉山文野さんなど、有
名なFTMの方が今、日本にはたくさんいま
す。
こうして、日本における LGBT のシティ
ズンシップは、性自認のマイノリティから始
まるという、世界的には非常に珍しいコース
をたどりました。私はよく「日本の LGBT
運動は Tに連れてきてもらった」と言うの
ですが、LGB は Tに連れてきてもらったと
いう面があります。これは、法律や制度の持
つインパクトが大きいことを意味すると思い
ます。それに引き換え、性的指向の面での法
制化はいまだ実現しておりません。日本の法
律には「性指向」という言葉は一切出てきま
せん。法の世界では、LGB はいまだに不可
視化のままなのです。文部科学省も「同性
愛」とか「性的指向」などの用語は取り上げ
たくない言葉のようです。教育の現場では、
性同一性障害は取り上げるけれども、同性愛
は扱わない。これは法律に規定がないから、
ということになるわけです。そういう点で、
地方都市から同性パートナーシップの認証が
始まったことは、非常に大きな意義を持つと
思います。これまでに導入されている都市は
五つありますが、これに札幌が加わることは、

重要な意味を持つでしょう。札幌は他の先行
5都市と比べると、格段に人口規模が大きく、
しかも政令指定都市ということで、自治体と
しての権限や格も違います。したがって、そ
の波及効果は大いに期待されるところす。
他方、私が研究の専門としている台湾では、
日本と同様に、LGBT は不可視化モデルに
属していました。つまり、法や政治の上では
ほとんど無視されていたわけです。ところが
最近、台湾では急速に LGBT の可視化が進
んでいます。台湾では LGBT を、中国語で
「同志（トンジィ）」と総称します。訳の分か
らない外来語を使わなくて済むのは、とても
うらやましいですね。日本語には残念ながら、
これに相当する手ごろな言葉はありません。
セクシュアル・マイノリティと言ったり、性
的少数者と言ったりしますが、いずれも座り
が悪い言葉です。台湾では同志といいますが、
同志のシティズンシップが顕在化されつつあ
るのです。現在、台湾の国会に当たる立法院
では婚姻の平等化を図る民法改正案が上程さ
れ、審議されています。台湾では今や同性婚
の承認問題が重要な政治テーマとなっており、
賛成、反対両派が非常に激しい議論を交わし
ている最中です。
先週末、実は私は台北への弾丸ツアーをし
ました。台北では先週 2月 10 日の土曜日に、
同性間にも平等に婚姻を保障することを求め
る市民約 25 万人（主催者発表）が街頭に出
て、民法改正を訴える大規模な集会がありま
した。驚くことにこの集会は、わずか 10 日
ほどの準備期間で、これほどの数の当事者を
はじめとする市民を動員することに成功して
いるのです。賛成派はネットを通じて募った
募金で、12 月 9 日には台湾の主要新聞 3 紙
の第 1 面に半面広告を掲載しました。また
12 月 10 日の集会に向けて、「レインボーバ
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スプラン」と名づけていますが、中南部か
ら 100 台のバスをチャーターして、参加者を
台北まで輸送したそうです。これもネットを
通じたクレジットカードによる募金で全部賄
うのです。交通費がかかると、若い人は台北
に行きにくいので、募金でバスをチャーター
して、大動員をかけたわけです。集会の参加
者はほとんどが、20 代、30 代の若いゲイや
レズビアン、あるいはその支援者たちでした。
法改正を訴えるために、特定の組織に属すこ
とのない普通の若者が堂々と立ち上がってい
るわけです。私は先週金曜日の夜に札幌から
東京に戻り、土曜日の朝 5時半発の飛行機で
台北に飛んで、この集会に出たのですが、ま
さにその熱気溢れる現場に身を置いて、台湾
では LGBTのシティズンシップが形成され
ていることを目の当たりにしたのです。
ここで、台湾のテレビのニュースで流れた
画像をごらんいただきます。12 月 10 日の 25
万人集会に関する報道です。
（映像と会話、ナレーションが流れる）
画像には前の日に広場で準備をしていると
ころから映っています。
LGBT の当事者には自殺する人が多くい
たことから、もうこれ以上命を失わせないた
めに婚姻の平等を、という主張をしています。
流れている曲は、張恵妹という LGBT を応
援している先住民族出身の女性歌手が歌って
います。この人は非常に人気のある歌手で、
彼女はこの日、レインボーフラッグを大量に
作り、無料で広場で配布していました。これ
が 25 万人と言われている集会のようすです。
ここは総統府（旧総督府）の前の広場です。
蔡英文総統が執務している建物が後ろに見え
ます。

（放映終了）
それに引き換え、日本では最近もあったよ

うに、芸能人でもゲイであることが公になる
と引退せざるをえないというのが現状です。
市民権獲得への道のりははるか遠いという思
いを強くします。
昨年、私は国会議事堂前で行われた集団自

衛権承認に反対するデモに 2回ほど行きまし
た。日本では市民運動をしようとして街頭に
出ると、実力で妨害する人がいることに気が
つきました。それは警察官です。警察は必
死にデモを妨害します。野宮先生が先ほど、
「なぜ日本にはそういう文化がないのか」と
言われましたが、一つの原因は、私は警察に
あると思っています。つまり、警察がやらせ
ないようにしている。最近、毎年東京でやっ
ている LGBTのプライドマーチの際にもそ
ういうことを感じます。台湾では、大きな街
頭運動をするときに警察は決して妨害しませ
ん。先ほどの集会の広場は、24 時間借りて
いるのです。夜の 12 時から 1 日、ぐるっと
24 時間。要するに準備から撤退するまで 24
時間かかるわけです。あの集会は午後 2時か
ら始まって夜 8時までやることになっていま
した。日本では、公道で 2時間デモをするの
がやっとです。思いっきりデモをやらせては
もらえない。東京のパレードもそうです。あ
らかじめ人数を正確に申請して、それを超え
ることは許されないのです。2016 年 10 月末
日の台北のパレードには 8万 2,000 人が参加
したと言われていますが、人数の制限なんて
ありません。そもそも何人参加するかなんて、
そのときになってみないと分からないですよ
ね、その日のノリですから。その日の天気も
関係します。しかし、日本はそういうことを
許さない社会なのです。
台湾の例で分かるとおり、現在インター

ネットという新たな情報環境がありますので、
LGBTのシティズンシップの進展に新たな可
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能性を提供していると思います。バラバラに
孤立していた当事者をつなぎ合わせるツール
として、ネットの可能性は非常に大きいと思
います。最近、日本の国会でも、時々 LGBT
に関する院内集会が開かれていますが、毎回、
1週間ぐらい前に告知されても、会議室には
溢れんばかりの人が集まります。議員会館で
集会が開かれるのは昼休みの時間帯です。私
は今の職場が国会議事堂から近いので、都合
が合えば出席しますが、これもインターネッ
トがない時代では考えられないことです。そ
ういう意味では日本でも変わる可能性を多少
は感じています。
さて二つ目に、日本は LGBT に寛容なの
か、というテーマです。結論としては、そ
うではない。つまり、日本でアイデンティ
ティーとしての LGBTが存在することが承
認されて、それに寛容だったわけではありま
せん。単に同性間の性行為、しかもそれは男
性間、すなわち男色に対して寛容だという
だけの話で、同性愛者というアイデンティ
ティーを持つ人間集団が存在していたわけで
はないし、その存在を平等に公的に承認して
いたわけでもないのです。ですから、LGBT
寛容論は根本的に間違っていると思います。
ヴィジブルな姿になることすら許さなかった
のが日本ですから、少なくとも法制化を議論
するときにこうした言説を振り回すことは、
有害無益だと思います。法制化には法律の対
象の主体化が不可欠です。日本では LGBT
のシティズンシップが欠落していたことを正
面から認めることから議論を始めなければ、
何も始まらないと思います。
今では立法化の動きはすっかりフェードア
ウトしてしまいましたが、自民党が作ろうと
していた理解促進法の法案を説明する文章の
中に、「LGBT寛容論」が出てきます。日本

では LGBT に対して寛容なのだから、諸外
国のような差別禁止法は要らない、という文
脈で自民党は書いているのです。私はこれは
的外れであると思っています。
最後に、同性間に法的婚姻を開放すると少
子化が加速されるのか、というテーマです。
家族というのは子供を育てる単位です。同性
間でも家族を営む可能性を与えることは、子
供を育てる単位を増やすことになります。婚
姻から排除されてきた同性愛者にも、平等に
法的家族を作る権利を与えれば、同性家族も
親のない孤児を引き取ることができます。ま
た、子供を育てる単位が増えれば、育てるこ
とができずに中絶を余儀なくされている人も
中絶せずに済むかもしれないわけです。実際
に、子供を育てている同性カップルがたくさ
んいます。日本では女性のカップルが前婚の
配偶者との間の子供を育てている例が少なく
ありません。同性家族を認める際には、養子
縁組をする権利を与えるかどうかということ
が焦点になってきますが、さらに人工生殖技
術について同性カップルも利用できるように
すれば、少子化に歯止めをかけるうえでむし
ろプラスに働くと思います。ですから、同性
の家族にも子供を育てることができれば、少
子化問題に対しては、マイナスどころか、プ
ラスの影響すら与えると思っています。

瀬名波：ありがとうございました。
ただいまから休憩を頂きます。その間に、
お配りした用紙にご意見・ご質問をお書きに
なって、スタッフにお渡し願います。

（休　　憩）
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第Ⅱ部

 ❖ ディスカッション

瀬名波：それでは、フォーラムの後半に入っ
てまいりたいと思います。
現在、ご意見・ご質問用紙を取りまとめて
いますが、仕分け作業が終了するまでの間、
3人の登壇者の方々に、ご自分の発表を補完
することや質問などがあれば 3人でやり取り
していただきたいと思います。その後、会
場からのご質問やご意見を取り混ぜながら、
フォーラムを進めていきたいと思っておりま
す。
なお、ご質問・ご意見は、記録集、報告書、
インターネット等で公開する予定ですので、
あらかじめご了承ください。皆様のご意見等
は、編集して、個人が特定できないような形
にさせていただきます。
それでは、後半を進めてまいります。登壇
者のみなさんが、前半で言いそびれたり、十
分話せなかったことはございますか。

鈴 木：野宮先生に質問させていただきます。
なぜ日本では、とりわけ人権や差別といった
問題を扱う市民運動が低調なのか。何がそう
させているとお考えでしょうか。

野 宮：それは長年考えていることですが、
正直なところ、まだ納得のいく解を得ていま
せん。運動する側と運動を横から眺める側の
溝がどれだけ深いかは、私自身すごく感じて
います。例えば、デモに参加し数寄屋橋辺り
を歩いていると、レストランがあります。そ
して、その窓から中を覗くと、「何だあいつ
は」みたいな表情がこちらに刺さってきます。

こうしたことは日本のどこと言わずあること
です。同じことは九州でも経験しました。
これは研究の観点からお伝えしたいのです

が、反抗する、刃向かう、立ち向かう、ある
いはあらがう―こうした言葉が日本におい
てどういうコンテクストで使われてきたか。
　私は一昔前、百姓一揆の仕事をしていまし
た。これもそうなのです。江戸時代の終わり
に、百姓一揆が非常に高揚する時代を迎えま
す。そのときに「打ち壊し」が起きるのです
が、それは非常に規律のある打ち壊しなので
す。暴れまくるのではないのです。どういう
ことかというと、第一に百姓自身が「義」を
持っていなければなりません。第二に、実は
こちらが重要なのですが、お上が裁く範囲内
で自分の身を処すことを前提に打ち壊しをす
るのです。
もう一つ、これはとある国際データなので

すが、国を治める者に従順である必要がある
か、という質問に「イエス」と答える日本人
の割合は、60 カ国近くの中で 2 番目に高い
のです。つまり日本人は非常に従順性の高い、
支配という枠の中に収まりやすい性質を持っ
ている国民と言えるのかもしません。

瀬名波：LGBT のレインボーマーチなどに
参加していると、沿道から「ガンバッテ」と
手を振ってくれたりして、けっこう楽しそう
な感じがします。ところが日本の社会運動は
低調であるということに、びっくりしました。
尾崎先生も似たように言われていて、やはり
社会運動はあまり盛り上がっていないのだと
思いました。

尾 崎：打ち壊しの話を初めて伺いましたが、
なるほどと思いました。今日は可視化とか認
知度を高めるという話があったのですが、要
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するに「可視化する」というのは「表だった
問題にする」ということです。（日本の社会
が）何らかのことを表の問題にするというこ
と自体を非常に嫌うタイプの社会であったと
いうことは、歴史的に持続しているのではな
いかと思います。
しかしながら、むしろ私が申し上げたいの
は、69 年をピークとする後の時代の状況に
おいて、論点が相対化・多元化されて、その
ためある論点について行動しても相対化され
てしまい、色々な論点の中の one of themと
して位置付けられてしまって、例えば LGBT
なら LGBTの問題としてみんなで共有する
という形になかなかならないということです。
広場に 25 万人が集まればだいぶ見え方は違
うと思うのですが、さきほどの「警察による
コントロール」ということも含めて、限られ
た範囲内でのパレードなどをやっても、それ
が社会全体で共有すべき問題だとはなかなか
認知されないという問題もあると思っていま
す。もともと日本の社会が持っていた特質と
現代社会の論点の多元化・相対化とが重なり
合うことで余計に運動がしづらくなっている
のではないかというのが、私が今日のお話か

ら学んだことです。

鈴 木：30 年前から LGBTの運動をやって
きて感じることなのですが、私たちは当初は
LGBTの内部で非常に孤立していました。す
ごく悪口を言われていました。当時は自分た
ちを「ゲイ・リブ（Gay liberation）」と自称
していました。ゲイ・リブをやっている同性
愛者のことを「リブ・ガマ」と言うのですが、
リブ・ガマというのは当時はののしり言葉で
した。つまり、クオリティー高く隠れて、異
性愛者のふりをして過ごせばいいのに、わざ
わざ外に出て権利とか平等とか言うのはやめ
てもらいたい、迷惑である、という当事者の
反発がすごく強かったのです。それが、GID
特例法ができたころぐらいからでしょうか、
潮目が変わってきます。コミュニティ内部の
視線が軟らかくなってきていると思います。
今でも、そういうことは迷惑だからやめてく
れ、と思っている人はいると思いますが、同
調する人が少し増えてきたのではないかと思
います。どこかの時点で、好悪の形勢が反転
するポイントがあるのではないかと思ってい
ます。いま日本はそこへ来つつあると感じて

討論の様子
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います。
それから、やはり地域による差もありま
す。瀬名波さんが言われたとおり、札幌でパ
レードをすると、街の人の反応はとても温か
い。多くの人が応援してくれるのです。だけ
ど東京で歩いても、ああいう反応は全くあり
ません。やっぱり、変な人たちが奇抜な格好
であそこを歩いてるわ、と冷たい目で見られ
るわけです。視線が刺さるという感じがある
のです。ところが札幌では皆さんが手を振っ
てくれて、応援してくれているという感じが
するのです。東京などとは寛容度がちょっと
違うと感じています。そういう意味で、今回
のパートナーシップ制についても、札幌だか
らうまくいったのかもしれません。道外の街
ですと、もっと反発があるのではないかと思
います。

瀬名波：札幌でマーチが行われたのは 1996
年です。今年岩波書店から出版された『ひと
びとの精神史』という本の中にそのときの鈴
木さんの話が掲載されています。ちょっと読
んでみます。

当日は天気にも恵まれて、意外にも
285 名ほどの参加者が全国から集まって
くれた。組織的な動員でもなければ、政
治的なデモには人が集まらない昨今。札
幌としてはそれなりの存在感あるデモ隊
が、「私たちはレズビアンです、ゲイで
す」「同性愛者のパレードです」と叫び
ながら、札幌駅、道庁周辺、大通公園か
らススキノまで練り歩き、出発点のエル
ムの里公園まで帰り着いた。安堵と感動
のあまり、私たち札幌ミーティングのメ
ンバーは、桑園へと続く JR 高架下で人
目も憚らず、抱き合って、おいおい声を

出し、泣きじゃくった。得も言われぬ涙
だった。それは地方都市の目抜き通りで
白昼堂々、セクシャル・マイノリティが
初めて可視化された、歴史的一瞬だった。
（栗原彬編『ひとびとの精神史　第 9 巻　

震災前後』岩波書店、2016 年、338-39 頁）

一方、『サミット・プロテスト―グローバ
ル化時代の社会運動』（野宮大志郎・西城戸
誠編、新泉社、2016 年）という野宮さんが
今年出された本で洞爺湖サミットと九州・沖
縄サミットなどを比較する中で、「九州・沖
縄サミットの場合は、地元の要求を非常に強
く前面に出したローカルなプロテスト運動
だった」とまとめている半面、洞爺湖の場合
は「グローバルな観点から市民運動があっ
た」とまとめておられます。それを読んでい
て、北海道の場合は色がなく、その分 LGBT
に関しても寛容に見えるのではないかと思っ
たのですが、北海道における市民運動もしく
は市民性というものについて、野宮さんが特
段思うことはあるでしょうか。

野 宮：2008 年の洞爺湖サミットで調査を
したとお伝えしました。私はそのときすでに
東京の大学に移っていました。それで、私自
身はプロテストを作る側の人間としてそこに
参加してきました。毎週東京で会合をするわ
けですが、札幌に時々来ては札幌の受け手側
の人たちと話をするという活動をしていまし
た。その中で見えてきたことが幾つかありま
す。一つ目は、今は他界されましたが、さっ
ぽろ自由学校「遊」で活動していた方が、札
幌での活動の受け手として非常に大きな一団
を作ってくださっていました。まず、その方
の発言から引用すると、「北海道には北海道
の運動がある。東京ではない。グローバルう
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んぬんかんぬんと言われるけれども、ここで
は北海道の人の意識からスタートしなくては
いけない」と、差別化をしました。私自身は
当初、差別化の意味がよく分からなかったの
ですが、今考えるとそこには幾つかのことが
含まれていたと思います。まずいわゆる「中
央」に対する圧迫感です。すなわち「おまえ
ら札幌に来て、おまえらの言うことをわれわ
れに押しつけようとするのか」感といいま
しょうか。一方ではそれがありました。それ
と同時に、「あなたがたはサミットを開催す
る地元の問題を分かっていないでしょ？」感
がありました。それはやはり非常に強く出て
いた気がします。当初、われわれと一緒にや
りませんかという話を持っていったのですが、
難しい表現の仕方でやんわりと拒否されたこ
とをよく覚えています。そういった意味の、
違いがはっきり出ることは、やはりあったと
思います。

瀬名波：鈴木さんにもう一度お聞きします。
LGBTの市民運動・社会運動を展開したうえ
で、「札幌は違う」というお話をされていま
したが、それに何か加えることはございます
か。

鈴 木：女性の問題にも似たところがあるの
ですが、札幌は歴史が浅くて、家族の規範が
緩いところなので、離婚率も高い。ですから、
同性愛者だとしても、親から結婚を強要され
るとか、異性愛者のふりをして生きることを
求められることは比較的少ないところです。
ですから、LGBT の当事者にとっては割と
暮らしやすいところだと思います。それは逆
に言うと、財産がないということでもありま
す。婚姻には相続人を作り出すという機能が
あります。相続させるべき財産がないと、あ

まり婚姻にこだわる必要がないのです。先祖
代々の一族の財産を守る必要はありませんの
で。要は、貧乏人が多いということです。そ
れは LGBTの運動にとってはプラスに作用
していると思います。ただ、東京のような都
会ですと、ふるさとを捨てて来ている人がほ
とんどですから、もっとやりやすいようにも
思いますが、社会の個人化もすごく進行して
いて、人間関係がとても薄くなってしまって
います。これは LGBT の当事者の間でもそ
うです。ですから、東京では密度の濃い組織
を作って、十分準備をして運動するというこ
とが、すごく難しい。札幌は逆に、みんな顔
が見える範囲にいて、あいつに頼めばあれが
できる、という感覚がありますから、こうい
う運動をするには手ごろな規模のまちだと思
います。

瀬名波：ほかにも質問は準備してきたのです
が、会場から多くのご質問、ご意見を頂いて
いますので、それを紹介しながら進めていき
たいと思います。
全員に来ていますが、これは特に尾崎さん
と野宮さんへの質問のようです。
「日本人の持つ性質として、共感できなけれ

ば理解する意欲を持たないことが多いのでは

ないかと思います。『自分はこうだけれども、

あなたはそう考えるのですね』で済ませず、

攻撃的な言動に走る人が多い。また、和を乱

す存在に厳しいことが市民運動を難しくして

いるのではないでしょうか」

これについて、尾崎さんは何か思うところ
はありますか。
去年 9 月 7 日の北海道新聞に、尾崎さん
が前田朗さんという方と一緒になった形で、
「月曜討論」という記事が出ています。そこ
では、ヘイト・スピーチに対する法規制とい



22

うのはもろ刃の剣である。一方で、暴力的な
人たちの意見を禁止することによって、いい
方面もあるかもしれない。けれども同時に、
言論の自由を奪い取ってしまう可能性もある
―といった議論をしています。法律が持つ
二面性というものを鋭く指摘した尾崎さんの
記事だったのですが、それは思わぬ誤解を生
んだと聞いておりますが……（笑い）。これ
は結局、「自分はこうだけれども、あなたは
そう考えるのですね」ですませずに、ある意
味、攻撃的な言動に走る人が多いということ
ではないかと思います。

尾 崎：まず修正しなければいけないのは、
「言論の自由を奪い取ってしまう可能性があ
る」という点です。私はそういうことは全く
申し上げておりません。むしろ「『表現の自
由』対『法規制』」という二項対立のような
形で議論していても先へ進めない。だとする
と、法規制をすることの意義と思わぬ副作用
（ヘイト・スピーカーの一時的・確信犯的反
発や、被害認定による差別的構造の逆説的な
可視化・意識化といった）とを精密に読み解
くべき―という意味のことを申し上げたの
です。取材を受けたとき私は前田先生が紙面
上の「討論」相手だということは全く知らな
かった（むしろ表現の自由を重視する人が多
い「東京の憲法学者」になる予定と聞いてい
た）のですが、いかにも「表現の自由」論者
の側にくみしているみたいにネット上で取ら
れて、しかも後に道新の社説で「尾崎が表現
の自由にも配慮すべきと言った」と書かれた
りして、ちょっと困っています。
それはともかく、先ほどのご質問に戻りま
すと、「共感がなければ理解する意欲を持た
ない」「和を乱すことに対して厳しい」とい
うことですが、少なくとも前者はそのとおり

だと思います。社会運動の問題との関係では、
いわゆる co-operation（協働）の中に、何ら
かの目的に向かった合理的な協調を超えた、
まさに共感みたいなことが暗黙に想定される
という面があるのではないかと、私も思って
います。
ヘイト・スピーチ規制法の問題とも多少関

係があるのですが、ある法を実現すべき立法
運動みたいなことをやるとき、協調行動・協
力行動をとることに、法学を学んでいたとか
法律をやっていた人では持たないような、あ
る種のロマンティックな意味づけがなされる
ことがしばしばあるのではないかと思ってい
ます。それはここで言うところの、ある種の
「共感」です。「共感による連帯」のようなこ
とが、法に託されることがあります。そうす
ると何が起こるか。それで素晴らしい法がで
きれば、それはそれでいいのですが、そうし
て運動すると、ある法がどういう効果をもた
らすのか、どういう反作用をもたらすのかと
いうことについての感受性をかえって低下さ
せてしまうおそれがあるのではないかと思っ
ています。法社会学はよくも悪くも、法に対
するそういったある種のロマンティックな期
待とか投影というものから一番距離の遠い学
問であり、だからシニカルだと言われるので
すが、法とは何かということについてもう
ちょっと多面的に見たほうがいいと思うので
す。
ですから先ほどの質問に戻ると、「共感が
なければ理解する意欲を持たない社会」とい
うものには、単純に運動をやりづらくさせて
いるだけではなくて、運動をやっても、運動
のプロセスの中で一種の視野狭窄、あるいは
富永京子先生が指摘されているような、微妙
な差異による感情的な対立がもたらされる結
果、同じサミットの抗議行動に出ていてもた

 23

もとを分かつといったことが繰り返されてい
るという側面は確かにあると思います。
また、「和を乱すことに厳しい」というこ
とですが、日本人は和を重んじるという面は
確かにあります。山岸俊男氏の社会心理学研
究などにもあるように、日本はある種の関係
を想定していなければ、和を乱すことについ
てはむしろ全然平気な社会なわけです。和そ
のものが大切というよりも、相手との関係が
維持できるかできないかということによって
大きく区別しているのです。関係を維持する
ときには、先ほどの話にあったように、ある
種の共感や感情的な連帯みたいなものが前面
に出やすくなっている。そういう話なのだろ
うと思っています。

野 宮：まず今のご質問で「共感」と「理
解」という言葉を使い分けておられることに、
強い感銘を受けました。私の答えは尾崎先生
の答えとさほど違わず、けっこう似ているか
もしれません。参加する側に回って見て感じ
ることですが、日本の社会運動では共感性の
高さを要求されます。陰に陽に、という言い
方をするのでしょうか。原理的には、運動は
何もないところからスタートします。最初に
人間が集まりますが、そのとき「こいつは何
をやっているのか」「本当に信用するに足り
るんかい」というところから始まるわけです。
正直なことを言うと、それはいわば心理戦み
たいなものです。洞爺湖サミットのときはや
はり、それが生じました。いろいろ話してい
くうちにわれわれが求めていたのは、やはり
共感性だったのです。ところが、理解までに
はいかないのです。逆に言うと、日本の運動
では理解はさほど必要とされていません。海
外で同じ活動をすると、同じサミット・プロ
テストでもがらっと変わります。ストレート

に言うと、共感不要です。特定の目標があっ
て、その目標に参加することができるかでき
ないかだけが問われます。意見が違っていて
も構わない。なぜ構わないかというと、意
見が違うところはそこでストップするだけ
で、それ以上、議論しないのです。「あなた
はこの行動をしますか、しませんか」だけで、
「あなたが勝手に決めてください」というわ
けです。ポイントは、するかしないかにある
わけです。そこでは共感は前提されていない。
むしろ、そこでこれを達成するのかというこ
とのほうが強く要求される。そういうタイプ
の運動の作り方がされるのです。ですから、
日本人は共感性の高さで行動する、というの
はそのとおりだと思います。
それともう一つ、共感性の高さのみで運動
を始めてしまったら何が起こるかということ
です。共感のみでうまくはいかない、という
のは、理念や共通の目標がないと、そこに参
加する人を横向きにくし刺しにして同じよう
に行動していくことができないということで
す。日本はそれが弱いと、常々感じています。

瀬名波：信頼も必要だが共感性や理念が伴わ
なければならないという話でした。
同じようなフォーラムを去年ここでやった
ときに、鈴木さんが何度も繰り返していたの
は「分断はいけない」という言葉です。それ
は今でも私の胸に焼きついています。運動を
継続させていくうえで、今のお二人のお話に
ついて鈴木さんはどう思われますか。

鈴 木：質問された方は非常に鋭い指摘をさ
れましたね。なるほどと思いました。特に保
守系の政治家は、共感がないと動きません。
保守系の政治家は意外と浪花節に弱い。つま
り当事者がこんな思いをした、こういう悲惨
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な例があるという具体的な事例が共感を引き
起こすのです。そこがないとだめで、保守系
の政治家は理念や理屈では動きません。リベ
ラル派の人はどうしても、理念のほうに走っ
てしまって、そればかり言ったりするのです
が、そういう言葉を吐いていても共感を得る
ことはできません。
この間、国会で集会があったときに、私は
最後に「日本を恥ずかしい国にしないでほし
い」と言いました。つまり、LGBT の人権
について全く取り組まないというような国は
もう、世界からは相手にされなくなる。こん
な後れた国は恥ずかしい。そういう国はやめ
てほしい―と、僕は言ったのです。それが
―「鈴木が言った」とは書いていないので
すが―朝日新聞で報道されて、それについ
てツイッターかフェイスブックでディスって
いる人がいるのです。それはゲイの当事者の
人です。「そんなことを言っても自民党の政
治家は動かない」というのです。私にはそれ
がすごくショックだったのですが、そのとお
りだとも思うのです。つまり正論を吐いても、
共感がないと彼らは動かないのです。確かに、
それは日本人の特徴かもしれません。特に保
守系の政治家の人たちの特徴かもしれないと
感じています。だから、戦略としては、共感
を引き起こすようなストーリーを編み出して
いく必要があります。それと同時に、運動を
継続させるためには、理念や理論をもたなけ
ればならないのも当然です。まとめると、こ
の運動も「共感」と「理解」の両にらみでい
く必要があるということを教えていただきま
した。

瀬名波：では、次の質問です。これは野宮さ
んへの質問です。
「日本では人権、差別、女性に関する社会運

動の割合が低いということでしたが、なぜこ

れらの種類の運動が少ないのか。また、日本

で主要な社会運動とはどういったものか、お

尋ねします」

野 宮：まず、「日本の主要な運動」につい
てお答えします。60 年代に富士山型のよう
な形で運動が高揚して、それから落ちていく
わけですが、それまでの間、高揚する運動を
引っ張ってきたのは労働運動です。いわゆる
資本主義への反対であったり、労働条件の改
善を目指したりすることが、日本全体の運動
を引っ張る大きな理由になっていました。そ
して、もう一つ挙げるなら、やはり「安保」
です。これは政治運動ですが、60 年代に大
きなトピックとなった日米安保の問題を取り
上げ、闘うことを通して、運動をけん引して
きました。この二つが 60 年代の運動を引っ
ぱってきたわけです。しかしながら、その運
動が急速になくなっていきます。労働運動な
どは 70 年代に入って、それこそ富士山の頂
上からストーンとシャットダウンするような
形で消えていきます。
80 年代に入り、運動は底辺でゴチョゴチョ

と動くぐらいのものでした。その頃になると、
どんな運動が主要な運動になったのかを議論
することが大して意味のないほどに、すべて
の運動が停滞するという状況になっていまし
た。強いて言えば、平和運動と環境運動が比
較的、相対的に目立つようになってきたくら
いです。
さて、人権運動、反差別運動、フェミニズ

ム運動がなぜ日本で停滞したままだったのか、
というご質問を頂きました。このフォーラム
の間、私の頭の中を巡っているのは、尾崎先
生が言われた「個人化」「個人」という言葉
です。日本人は生きづらさについて個人の在
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り方をめぐって議論します。すなわち、「私
の人生、こんなふうに大変」という話はたく
さん出てきます。ところが、それを権利、す
なわち私だけではなくお隣の人も同じように
生きてしかるべきだという感覚として捉えて、
社会を変えていかなければならない、とはな
らない。日本の運動には個人の問題を社会の
問題に転化していくメカニズムがないのだと
思います。例えば差別の問題は集団の問題、
社会の問題ではなく、個人が個人に対してす
るものと捉えられがちなのです。しかしその
個人は抑えられてしまう、というのが、日本
の運動の在り方ではないかという気がします。
このように抑えられてしまうので、そういっ
た運動がメジャーになりにくいのではないか
と思います。70 年代以降、いわゆる新しい
社会運動の中で環境運動がぽつぽつ出てきた
という話をしましたが、人権運動、反差別運
動、フェミニズムの運動と環境運動との違い
はその社会性にあります。環境は社会的な問
題にアドレスします。しかし人権は個人のレ
ベルでアドレスするところから始まります。
個人から発想するタイプの運動は弱いと思い
ます。個人を抑える何かが日本社会に潜んで
いるという気がしています。

瀬名波：次の質問は、最初の質問の方から頂
いたものです。
「LGBTがカミングアウトできるようになり、

ヴィジブルな存在になれることは望ましいの

ですが、その過程で生じるアウティングや、

海外に多い、家族に受け入れられず家を失う

若者、そしてそれに伴う自殺の問題について

はどうお考えでしょうか」

これは、市民権を求めて社会運動、市民運
動をする中で一定の犠牲者が出てくることに
ついてどう思うか、ということなのかもしれ

ません。
まずは LGBTのカミングアウトについて、
鈴木さん、いかがでしょうか。

鈴 木：当然そのような負の側面が出てくる
ことは考えられます。それは当事者団体、行
政等がフォローしていく必要があるとしか言
えません。ただ、それは一つの循環構造です
から、可視化がどんどん高まっていくと、そ
ういうネガティブな反応も減っていくでしょ
うから、結局は可視化を進める中で、そうい
うリアクションが起きない社会に変えていく
ということなのだと思います。ですから、可
視化が一定程度進むと、どこかの時点でそう
いう反応は収まっていくわけです。そこまで
可視化を進めるしかないのではないでしょう
か。
アウティングの問題は、隠していても生じ
ます。可視化が進んでいるからアウティング
がより増えるというよりは、隠すということ
からアウティングは始まります。やはり隠す
必要のない社会にしていくプロセスの中で、
その害悪に対応していくしかないのではない
かと思います。
法律の中に性的指向とか同性愛者という言
葉が入ってきますと、行政のほうで対応する
根拠が出てきます。つまり社会の中にそうい
うマイノリティが存在する、ということにな
ると、色々な行政サービスが展開される根拠
を得ます。役所は市民から「なぜレズビアン
やゲイの人に支援の手を差し伸べるのか」と
言われたときに、法的な根拠がないと説明が
つきません。ですから、とにかく法律がない
と何も始まらないわけで、法形成をしながら、
行政も巻き込んで対応していくということだ
と思います。
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瀬名波：アウティングといえば、一橋大学の
学生がゲイであることをほかの学生に広げら
れて、それを苦に自殺するという事件があり
ました。それは悲劇的な出来事なのですが、
「LGBT の存在を示す一つの機会になった」
と言う人もいます。アウティングというのは
ないほうがいいのかもしれませんが、あると
社会の理解が進むという皮肉な面もあるので
しょうか。

鈴 木：本人に断らないで私的な情報を勝手
に広めるというのは、明らかにプライバシー
の侵害ですから、やるべきでないと思います。
あの事件の場合、なぜ悲劇が起きてしまった
かというと、彼は普段から孤立していたから
です。つまり、自分以外の同性愛者を知らな
かったのです。つらい目に遭ったときにそれ
を共有してくれる人がいなかったということ
が、悲劇を止められなかった原因だと思うの
です。ですから、当事者も自分以外の仲間を
持つということはすごく大事です。それがな
いと、ショックなことが起きると自分を支え
切れなくなってしまうわけです。あの事件の
学生は一橋大学の法科大学院の学生だったの
で、知的レベルも相当高いはずです。にもか
かわらずああいうことが起きてしまった。エ
リート層の人間でも、孤立していたのです。
都会というのは逆に、とても孤独なところで
す。彼はその都会の闇に落ちてしまったのだ
ろうという感じがします。マイノリティであ
ればあるほど、同じ境遇にいる人とつながる
ことが、とても大事だと思います。このこと
は当事者に広く呼びかけたいと思いますが、
日ごろから同じような境遇にある仲間を持つ
ことがとても重要です。私の周りにはそうい
う仲間を持っている人がけっこう多いです。
レズビアンやゲイの人は、退職した後も、職

場や地域以外に、親密な人間関係を持ってい
る人が多い。だから、恐らく老後も孤独には
ならないでしょう。
それから、自分を隠さず、セクシュアリ

ティをアウトにして生活しているレズビアン
やゲイの人たちは、ほとんどが私などより若
い世代の人たちです。私くらいの世代の人は
自分を偽り、異姓と偽装結婚して、ひっそり
生きてきた人たちがほとんどでした。それし
か生きる術はなかったわけで、仕方がないの
です。でも、そのようなわけで、私の当事者
の知り合いは、ほとんど私よりも年下だとい
うことになります。だから、退職した後も、
遊んでもらえる年下の友だちがたくさんいて、
自分は恵まれているなと思っています。それ
はさておき、言いたいことは、ネットワーク
を作っていくということが、自分を守ること
につながるのだということです。

瀬名波：「シティズンシップと市民運動」一
般についてということで、ほかにも質問があ
るので、続けます。
「デモに対して日本の警察が寛容でないとい

う点については、どういった理由があるのか。

例えば、60年代にあった安保闘争の影響な

どが考えられるのか」

以上の質問は、野宮さんに、そして他の誰
でも、ということです。

野 宮：政治をつかさどる、あるいは国家社
会を機能させる側の人たちの動向はご指摘の
とおりで、安保闘争は日本の市民運動に非常
に大きな影響を及ぼしていると思います。こ
れは鈴木先生がつとにご指摘されているとこ
ろで「警察が寛容でない」ということですが、
時代比較をしてみると、60 年代の警察は寛
容ではありませんでした。あくまでも、相対
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的に見てということですが。例えば今、デモ
の届け出をします。それで、警察はかなり制
限してきます。例えば、洞爺湖サミットのと
きは大通公園のところを南北に抜ける道路で
デモをしたわけですが、使う車線の限定をす
るというように、さまざまなことをしてきま
す。実際に一線を越えると、それを盾にして
警察の側は物理的に押し返してくるようなこ
とをしてきます。そういった意味での非寛容
性はあるかもしれません。
ここからは勝手な推測になりますが、警察
の側は、あくまでも国家の側に従う人間とし
ての役割を従順に遂行しているのです。デモ
をする側と警察の間での丁々発止のやり取り
をする場所はあるのです。今でも沖縄でやっ
ています。それで最近では警察の側も気をつ
けて、あまり言わないようになっている、こ
ういう発言があります―。
「自分としては同じ沖縄の出身であるから、
あなたがたの言うことはよく分かる。けれど
も私は警察の人間だから、ここではこうして
あなたがたの行動を止めなければいけない」
ここでわかるのは、あくまでも役割の側に
きちんと立とうとする人たちがいるというこ
とです。これが利いている可能性があるかも
しれません。ただ、もう一つの側面も指摘し
ておきたいと思います。
サミット・プロテストを調べるためにいろ
いろと外国を回ってみたのですが、外国では
厳しいだけではなく、武器を持って攻撃をす
る準備をしています。「ロボコップ」をご存
じですよね。あのような服装で目の前に立ち
ます。平気で催涙弾を投げます。ですから、
彼らは常に戦闘態勢です。日本はそういうこ
とはしません。ですから、日本の警察を表現
するときにどういう言い方をするのがいいか、
注意しないといけません。

尾 崎：民法の教授で法社会学でも有名な廣
中俊雄という先生が東北大学におられました。
この先生は戦後の日本の警察研究の第一人者
でもあります。彼の著作では、戦後の警察も
戦前の警察体制からの連続性をもって組織が
作られていて、その中ではおよそ人権とか個
人の尊厳といった問題に対する無理解があり、
それとは全然違う論理で組織が作られ、運用
がなされていることが明らかにされています。
ですから、人権、マイノリティの権利、反差
別といったことに限らず、とにかく街頭で何
かやろうとすると、警察はそれに介入し、コ
ントロールしてくるのです。
もう一つは、先ほどの台湾の例が印象的で
す。よく言われることですが、都市の空間に
ついての認識が日本と海外で全然違うのです。
警察だけでなく、社会一般の認識が違ってい
ると思うのです。公園には「公」という文字
が入っていますが、本当だったら、公園に集
まるということはお上がコントロールする場
所にひっそり集まるという意味ではなくて、
パブリックな場所に集まるという意味です。
そのパブリックな空間というのは、ありとあ
らゆる人、まさに市民が集まってきて、対話
をし、コミュニケーションをする場所である
というのが本来の意味であり、まさに都市が
都市たるゆえんのはずですが、そのこと自体
が、警察や、あるいは行政当局だけではなく
て、社会の構成員におよそ理解されていない
のです。だから、何らかのパレードをやろう
とすると、必ず「何であんな人たちが道路を
占拠して、おれの交通を妨げているのだ」と
いった文句につながる。そういう文句が背後
にあると、道路管理者としての行政当局は何
らかのコントロールをしなければいけないと
いうことになります。鈴木先生が「循環」と
いうことを言われましたが、ここでもある種
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の悪循環があって、まさにデモがやりづらい、
ということになっているのだと考えています。

瀬名波：そこで、鈴木先生に同じ質問です。
今日の前半に紹介した台湾 LGBT運動の動
画について、会場の皆さんの印象が非常に強
かったようです。台湾的な事情というのはど
ういったものなのか。それを警察、公権力と
の関係で説明していただければと思います。

鈴 木：台湾は、LGBTのテーマに限らず、
政治的な問題が起きると民衆が街頭に出てデ
モをするということがずっと繰り返されてき
ましたので、市民はデモに慣れています。警
察も、何万という人が街頭に出たからといっ
て、それがコントロールできなくなってカオ
スになるという心配はしないのです。ですか
ら、強い規制もしないのです。大したことは
起きないということが経験上、分かっている
わけです。それで街頭運動に対する警察の規
制が緩いのだろうと思います。台湾の人々は、
民衆が街に出て訴えることによって民主化を
達成してきたという成功体験を重ねてきまし
た。そこが日本の民主主義と違うところで
す。日本の民主主義は、市民が街頭に出て勝
ち取ってきた成果ではありません。ですから、
デモに対する一般市民の寛容度も非常に低い
ように感じます。
日本の警察が気にしているのは、「なぜあ
いつらのあのような行動を許すのか？」、と
いう市民からの苦情です。長い時間、公道を
閉鎖していると必ず、市民から苦情が来ます。
警察はむしろそちらにはセンシティブに反応
するので、デモをやるほうには厳しく当たる
ようになっていくのだと思います。尾崎さん
が言われたとおり、パブリックな空間が何の
ためにあるのかという認識が日本と台湾では

違うのだと思います。12 月 10 日の集会のと
きに、ステージの上から叫んでいた人が言っ
ていたことがとても印象的でした。「今日は、
この道路は私たちのものだ」と叫んでいたの
です。台湾ではそういうことが言えるわけで
す。日本では社会的にそういうことを許しま
せん。そういう認識が警察にああいう行動を
執らせているという側面がありますから、問
題は警察だけに止まりません。
台湾では頻繁に市民による大規模な街頭示

威活動が行われています。私も台湾で反原発
デモに参加したことがあります。台湾の人は
実は日本のことをとても不思議に思っていま
す。日本で福島のような事故が起きているの
に、どうして反原発運動が日本では起きない
のか、と。日本で原発事故が起きたというこ
とは、彼らにとってけっして人ごとではない
のです。日本とは歴史的、心理的、地理的に
も距離が近いですから、台湾人にとって、日
本の事故はわが事のように感じられるわけで
す。だから、反原発に対する台湾の人の反応
は非常に強いし、ストレートです。蔡英文総
統は「2025 年までに台湾で原発を廃止する」
という政策を発表しました。事故が起きた日
本でそれができずに、台湾ではそれが実現し
てしまう。民衆がそれを望んでいるので政治
はそれをくみ上げざるをえないという構造が
あると思います。日本と台湾には相当温度差
があります。
ところで、札幌では LGBT のパレードを

16 回やりましたが、われわれは今はやめて
しまいました。理由のひとつには、何回やっ
てもそれほど大きなものにはならないとい
うことがあります。台北のパレードでは今
年、8万人が集まりました。年々大きくなっ
ています。東京でもパレードに出る人はせい
ぜい数千人です。周りで見ている人はけっこ
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ういるのですが、実際に隊列に入る人は数千
人です。この国では何万人もの規模でパレー
ドするのは無理なのだと思いました。東京の
パレードに関して言うと、警察がまずやらせ
てくれません。警察が規制をし始めると、今
度は主催者が率先していろいろと禁止事項を
設けるようになります。フランスデモ（編集
注：道路幅いっぱいに参加者が手をつないで
行進するデモ）はだめ、ジグザグデモはだめ、
半ケツ出したらだめ、トラックの荷台に人が
乗って踊ったらだめ……。トラックの荷台に
乗って踊ったり、半ケツ出したりできないの
だったら、世界じゅうのゲイパレードは成り
立たないのです。でも、日本では警察がやら
せてくれない。そうすると、主催者が「やっ
てはいけない」と参加者に言いに来るのです。
主催者にそう言われると、参加者のテンショ
ンがとても下がるのです。イベントが面白く
なくなる。だから日本ではパレードは広がら
ないと思いました。日本の風土にはパレード
という形式のデモンストレーションは合わな
い、と悟って、やめました。

瀬名波：なぜ札幌でのパレードが終わったの
かということについて、「発展的解消」など
といった理由はいろいろと聞きましたが、今、
初めて本音を聞いたような気がします。
では次に、これからどうしたらいいかとい
う質問です。野宮さんの『サミット・プロテ
スト』という著書の中では、「創造的表象」
という言葉を使って、これまでの市民運動・
社会運動に代わるものを提案しているように
思いました。すなわち―

創造的表象は、ある特定のキャンペー
ン活動について、その組織者の認知的オ
リエンテーションを指す。認知的オリエ

ンテーションの中には、過去のキャン
ペーンでの種々の出来事やイベントへの
価値的評価と、理想とするキャンペーン
のイメージが含まれる。また、現在の状
態から構築すべきキャンペーンに至るま
での道程とその過程で行うべきことに対
する認知を含む。
創造的表象と呼ぶべきものが、今日の
社会運動に対する理解でますます重要な
ものになっている。例えば環境運動も含
め、グローバル・ジャスティス運動と総
称される運動は、現代社会を取り仕切る
政治経済体制とは異なる様式の生活世界
を追求する。すなわち、強国の利益に基
づく世界政治のコントロールや新自由主
義経済体制下での諸政策に反対するのみ
ならず、オルタナティブな、すなわち
「もう一つの世界（another world）」の
出現を希求する。この「もう一つの世
界」は、現存の政治経済体制化を基盤づ
ける原理とは異なる構成原理に立ち、よ
りよい生活世界の構築を目指すものとさ
れる。グローバル・ジャスティスの運動
の持つ、この未来志向性こそが、来るべ
き運動キャンペーンを設計し、構築する
ことの基礎を提供する。（207 頁）

まず、以上のことを分かりやすく説明して
いただき、創造的表象というものについて
LGBTに関して、野宮さんはどのようなこと
をお考えでしょうか。

野 宮：私がそれを書くときにイメージして
いたのは、まず社会運動論と言われる領域で
どういう議論がなされているかということな
のですが、特に人の心の持ちよう、つまり感
情であったり、そのときの思考であったり、
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そういったものが社会運動に影響を及ぼすこ
とは、私が説明するまでもなく当たり前のこ
ととしてお分かりいただけると思うのです。
ところが、社会運動論の議論の中に、例えば
「フレーム論」という言葉があります。それ
は、運動を指導する側が運動に参加する人に
投げかける、解釈枠組みなのです。「現状を
こんなふうに理解してよ」「だからみんな一
緒に行こうよ」と、人々はあくまでも引っ張
られるのです。創造的表象という言葉を用い
た理由の一つに、そういう運動ではない運動
をしないといけない、ということがありまし
た。つまり創造的表象とは、参加する人があ
るべき未来をきちんと見据えるということだ
と思います。現実にはその未来がすぐに手の
中に入ってくるわけではありません。けれど
も未来を見る限り、一つの方法が失敗しても
次にチャンスがあれば、また別の方法を追求
することができる。鈴木先生、尾崎先生も言
及しておられましたが、例えば法改正がある。
そうすると、それを契機にして何かが動く
きっかけが作られる。でも、そこに行くまで
に、こういう世界がよい、というあるべき未
来の図式をわれわれは頭の中に作っておかな
ければなりません。それをしない限り、運動
は続いていかないという気がしています。恐
らく私はその部分で、そういうことを書きた
かったのだと思います。

尾 崎：「未来に向けて」ということで私が
申し上げたかったことは、運動というものは、
現代社会のコンテクストにおいては、運動し
ている人たちの中で自己完結すると、他者に
全く伝わらなくなるという問題です。そのこ
とに対して鋭敏である必要があることが課題
ではないかと、私は依然として思います。
反グローバリズムで言うと、ネグリとハー

トの『帝国』という本を思い出します。私は
しがらみで、あの本についての論文集に参加
せざるをえなかったことがあるのですが、そ
のときあの本にけっこう批判的なことを書き
ました。「帝国的な形でグローバルに支配す
るネットワーク権力にどう対抗するか」とい
う問題に対する回答として、一種の自己満足
というか、自己完結的な「抵抗の身振り」み
たいなものしか提示できないということはす
ごく問題だということです。周りには問題を
共有しない人が無数にいるという前提を受け
入れた上で自分たちの運動をどう構築するか
を常に意識していなければいけないのだと
思っています。ではどうすればいいのかと言
われても困るのですが、そのときに内向きな
形でのコミュニケーションにとどまっている
のはまずいし、あるいは外部に対して「これ
こそおまえらが共有すべき正義なのだ」とい
う形で、いわば「上から目線」で押しつける
のもまずいわけです。かといって、ある種の
共感や、感情的な同調みたいなことに訴える
のも非常に問題があると思っています。では
何があるのか。私は法学部の人間なので、最
後はそれこそ法というルールに託されるある
種の普遍主義に期待するしかないのではない
かと思っているのですが、正直なところ、今
の段階ではそれ以上の答えはまだありません。

瀬名波：次の質問です。
「日本の LGBT 運動では、『当事者』と言わ

れる人以外が参加しづらい雰囲気がありま

す。例えば身障者や、自らも差別を経験して、

LGBTもその一環でサポートしたいと思って

いる個人に対して、どのように参加を呼びか

けているのでしょうか」

これは将来、どのように運動を大きくする
ことができるのか、もしくはどのように当事
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者以外をまきこんでいくのか、ということだ
と思います。
鈴木さん、いかがでしょうか。

鈴 木：そういうふうに感じておられるとす
れば、われわれも大いに反省しなければいけ
ないと思いますが、最近は少しよくなってき
たのではないかと私自身は思っています。
「アライ」という言葉が流行しています。
これは、砂川秀樹（編集注：LGBT の活動
家の文化人類学者）さんが「私が作った言葉
だ」とおっしゃっています。アライというの
は「アライアンス（支援者）」という意味で
す。当事者ではないけれども、LGBTの運動
を支援してくださる人たちのことです。やは
り、名前ができるということはすごく重要な
ことです。そのことによってポジションが決
まります。アライの人たちも運動に入ってき
てもらうということが定着したのは、ごく最
近のことです。これからはアライの人たちに
もどんどん入ってきていただいて運動を広げ
ないと、すそ野は広がっていかないと思いま
す。さっきの台湾の画像では、親子連れとか
異性愛者のカップルなどがたくさん映ってい
ましたが、あの画像を作った人は敢えてそう
いう部分を強調する編集をしていると思いま
す。日本でも当事者のほうからも、そういう
物語の作り方を考えていく必要があると思い
ます。
原理的に言えば、これは万人に関係する運
動なのです。異性愛者だから関係ないわけで
はないのはもちろんです。あらゆる差別問題
がそうですが、差別されている側に問題があ
るのではなくて、差別している人の行動を変
えないと、問題は解決しないわけです。です
から LGBTの問題は LGBTの人たちの問題
ではなくて、非 LGBTの人が LGBTの人を

差別しなくなるということが目標なのです。
ですから、実は当事者以外の人にこそ関係す
る問題だということになります。運動の作り
方として、内向きで閉鎖的になっているとい
う雰囲気をまわりの人が感じることがあると
すれば、それは大いに反省しなければならな
いと思います。この一、二年、アムネスティ
などの人権団体であるとか弁護士の方が、こ
の運動に少し関わり始めましたので、ようや
く変化の兆しが出てきたと思っています。

瀬名波：次は、女性解放運動と LGBT ムー
ブメントとの違いについての質問です。
「最近の LGBT の権利の高揚の理由は、どこ

にあるのでしょうか。フェミニスト運動との

差があまりにも大きいような印象を持ってい

ます。若い人たちにかかわることが多い中で、

彼らの基準の柱はカッコよさとか、いいね！

ということで、LGBT運動やその姿はカッコ

イイ、という反応が出ている。LGBT運動と

いうものがメディアなどを通して成功してい

るように見えるのに対して、女性の権利解放、

特に夫婦の戸籍の問題であるとか、去年の裁

判で『夫婦同姓は合憲』という判決が出て、

女性の権利というものについてはそんなにう

まくいっているわけではありません。その理

由を、社会運動的に見ていく場合、どうお考

えでしょうか」

これは法律にも関係することですので、尾
崎さんからお願いします。

尾 崎：ご質問の趣旨は、LGBT 運動のほ
うはうまくいっているけれども、フェミニズ
ム運動のほうは停滞している、ということで
しょうか。そういうご認識ということですか。

瀬名波：LGBTについては、例えば同性パー
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トナーシップ制度が認められつつあるなど、
運動としてうまくいっていると言えるのでは
ないかと思います。一方で、例えば結婚をし
ても旧姓のままでいたいという人たちの言い
分が認められることがなく、女性の権利につ
いての運動は運動としてうまくいっていると
は言えない。その違いは何にあるのか―と
いうのがご質問の趣旨だと思います。

尾 崎：そもそも私はその前提を共有してい
ないのですが、LGBTの話は、鈴木先生や皆
さんのご活躍のおかげで可視化がかなり進ん
できて、新しい現象として目立つのでうまく
いっているように見えるのかもしれませんが、
まだ緒に就いたばかりではないかと、私自身
は思っていました。
逆に、夫婦同氏の強制制度については合憲
だという判決が最高裁で出てしまいましたが、
その前には再婚禁止期間や非嫡出子の相続分
の差別についての違憲判決がついに出ました。
それはやはり、長年の広い意味でのフェミニ
ズム運動が手にした貴重な成果ではないかと
私は思っています。だから、フェミニズムが
停滞しているというより、むしろ少しずつだ
けれども前進しているということだと思いま
す。最高裁が夫婦同氏制度についてひどいと
しか思えないような、論理にもなっていない
ような判決を出しましたが、逆に、あんな判
決文が出てしまうと、下級審の裁判官だった
らいくらでも論駁できるのではないかと思い
ました。向こう見ずな、無鉄砲な裁判官が出
てくれば、また違憲判決みたいなものが出て
きて、時代が少しずつ変わる期待が持てるの
ではないかと、個人的には思っています。
前提を共有していないので、何とも答えら
れないというところです。

瀬名波：LGBTの運動は結果を出しつつある
が、女性の同権運動については結果が出ない
ままになっているのではないか、ということ
ですが。

尾 崎：結果として何を指すか、によります
よね。例えば、非嫡出子の相続分差別につい
て合憲としてきたこれまでの最高裁の判決文
を読み返してみると、けんもほろろという感
じでした。これでいいのだ、こんなものは立
法の裁量の範囲内なのだから、非嫡出子が 2
分の 1の相続分であることに何の問題がある
のだ、という判決文が繰り返し出されていた
のです。それがあるとき突然、判例を変更し
てくるわけです。そこには下級審における違
憲判決の蓄積、それから最高裁における反対
意見の蓄積などがあってそこまで来たわけで
す。ですから、それはそんなに軽い成果では
ないと私個人は思っています。

野 宮：これもまた、核心を突いた質問だと
思います。私がきちんとお答えできるほど知
識があるかどうかというと、正直なところ、
あまり自信がありません。日本に限って言う
と、女性解放運動は尾崎先生が言われたよう
に、われわれの認識を変えていく一定の大き
な力があったと思います。ところが昨今、そ
れがあまり叫ばれなくなりました。それには
どんな理由があるのか。これはあくまでも感
覚論としてですが、結論から言うといろんな
考え方があって、場合によってはそれが統一
的ではないと見えたことがあるのではないか
という気がするのです。例えばフェミニズム
を取ってみると、われわれはフェミニズムと
一言で言いますが、その中にはさまざまな考
え方があります。ラジカルフェミニズムもあ
れば、生活者運動の側に戻すのだ、という議

 33

論もあります。さらに、母の視点をどうして
も捨てきれないという感覚を持つフェミニス
トたちもいます。フェミニズムとは、そう
いった内部でのさまざまな立場の違いがはっ
きりと表に出るタイプの運動だったのではな
いか、というのが私の印象です。そこから見
ると、なかなかうまくいかないというところ
があるのかもしれないと思います。
LGBTのほうですが、LGBTと一言で表す
ことについては私も若干の気持ち悪さがあり
ます。これは私の教えている学生がいみじく
も「おれ、ゲイだよ」と、ゼミの発表のとき
に突然言い出すわけです。それは何を意味す
るのかと思い聞いていたのですが、カミング
アウトすることのカッコよさみたいなものが
そこにあるのではないかという気がするので
す。ところが、フェミニズム運動ではそもそ
もカミングアウトという要素が入るような運
動の作り方をしていなかったのです。「おれ、
ゲイだよ」というのは、個人のレベルで言え
る一言です。そういう意味の、個人の中で処
理される範囲でのカッコよさみたいなものが、
肯定的に受け入れられているとすれば、ご指
摘のようなことはあるのかもしれません。

鈴 木：台湾では LGBT の運動自体がフェ
ミニズムの運動から来ているのです。つまり
女性たちが性別平等を叫んだときに、「性別
（シンビエ）」という中国語は多義語で、「生
理性別」（sex）、「社会性別」（gender）、「性
別認同」（sexual identity）、「性傾向」（sexual 
orientation）を全部含んで「性別」と言って
いるのです。台湾では 2004 年に「両性平等
教育法」が「性別平等教育法」へと改正され
たのですが、その時に性指向や性自認による
差別を禁止する条項が入りました。この法律
はフェミニズム運動の成果のひとつなのです。

フェミニズムの人たちはこの頃から LGBT
のことも視野に入れて運動していたのです。
それから、その運動をしていた人の中には、
レズビアンの人がたくさん含まれていました。
つまり、そもそも LGBT の運動と女性運動
が一緒になっていたのです。今、婚姻平等化
を叫んでいる人たちも、ほとんどがレズビア
ンなのです。運動の先頭に立っている人たち
はレズビアンの人たちです。
台湾でも昨年から地方都市で同性パート
ナーシップ制ができました。台湾は 8割を越
える人口の地方で同性パートナーシップが
ありますが､ 日本は何％でしょうか。多分、
2％にも満たないと思います。台湾では 1,600
組を超えるカップルがすでに登録しています
が、その 8割がレズビアンのカップルです。
そもそも台湾には女性運動と LGBT運動を
分けるという発想はありません。この二つの
運動は一緒にやってきたのです。日本では両
者が違う運動だと認識されていること自体が
問題だと思います。広い意味での性にかかわ
る差別の運動ですので、共同戦線を組む必要
があると私は思っています。LGBTの中にそ
ういう意識を持っている人がどれだけいるか
は分かりませんが、札幌では最初からそうい
うことを意識していました。札幌の女性運動
をしている人たちと集会を開いたり、ウィメ
ンズユニオンの人たちがパレードにかかわっ
てくれたりということが、札幌ではずっと
あったのです。日本の主流の運動の中にそう
いう傾向があるかといえば、それは薄かった
と思います。だから、今後はフェミニズムの
人たちとの協働を考えるべきだと思います。
それから、LGBT の社会運動がそれほど
成果を上げているかというと、それはまだ大
したことはありません。これまでがゼロでし
たから、少しでも始まると目立ちますが、ま
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だ大した成果ではありません。法律はまだな
いのです。しかも、近い将来、法律ができる
可能性は非常に低いと言えます。国会議員の
人たちと話していて思うのですが、残念なが
ら自民党の政治家の関心はとても低い。私は
別に特定の政治的立場に立つわけではありま
せんが、LGBTの運動をしている人間として、
自民党の人たちとのコミュニケーションは非
常に難しい。言葉が通じないのです。ですか
ら、今のような国会の議席構成のもとで法律
を通すことはほとんど不可能でしょう。そう
いう意味では、法律ができるという形での目
に見える進展が近い将来、起きるかといえば、
それには悲観的にならざるを得ない。女性運
動同様、いばらの道が続くのだろうと思いま
す。

瀬名波：他にもたくさんご意見、ご質問を頂
きましたが、今までの質疑の中で大体集約で
きるのではないかと思います。
皆さんからのいろいろなご意見、ご質問を
取りまとめたつもりですが、ぜひこれだけは
聞いておきたい、主張しておきたいという方
はいらっしゃいますか。

（女性）：鈴木先生が同性カップルの子育てに
ついてお話しされましたが、私もそのことに
すごく興味があります。しかしながら、この
手の話をすると必ずといっていいほど、「伝
統的な家族の在り方が壊れる」「子供がかわ
いそう。いじめに遭う」「子供が同性愛者に
なるのではないか」といった意見をネットな
どで見ます。私はいいかげんにしてほしいと
思っているのですが、そういった意見につい
てどう思われますか。

鈴 木：私も同じ意見です。確かに「いいか

げんにしてほしい」と思います。「同性カッ
プルに育てられたら、子供がうまく育たな
い」というのは、偏見です。異性のカップル
でも、片親の人もいるし、親がいない子もい
るのです。では、そういう家庭で育てられた
子どもはみんな不幸で、だめな子に育つかと
いったら、もちろんそんなことはないわけで
す。それは差別以外の何物でもありません。
同性カップルに育てられた子どもを見たこと
がないし、身近にそういうことを経験するこ
とがないので自分の知らないこと、経験のな
いことは、怖いし、つい拒否してしまうとい
う傾向は、日本人に限らずだれでもあること
です。だから、同性に育てられた子どもが
まっとうに育っていく姿を実際に見せること
によって、そういう偏見をなくしていくしか
ないのだろうと思います。ちょうど今、少子
化が問題になっていますから、そういうこと
を言っていてはますます少子化が進みますよ、
と言い返して、逆に保守派を説得しようかと
思っています。
それから、同性愛の親に育てられたら同性

愛者になる、というのは全く荒唐無稽な話で
す。異性愛の親に育てられても同性愛者はた
くさん出ています。子どものセクシュアル・
オリエンテーションは親によって操作するこ
とはできません。そんなことすら分からない
人に言うべき言葉が見つかりませんが、根気
よく説得を続けるしかありません。それと同
時に、実例をどんどん示していくことだと思
います。外国にはすでにたくさんそういう家
族がいますから、差し当たりは外国の例を紹
介していくということになるでしょうか。

（女性）：ありがとうございます。
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 ❖ 提　言

瀬名波：それでは、提言に移っていきたいと
思います。
登壇者から、本日のフォーラムを振り返っ
てご来場の方々に持ち帰っていただきたい言
葉を、一、二分にまとめてお話しいただきた
いと思います。

野 宮：この時間をご一緒してくださった皆
さんに私の希望をお話しするなら、未来をど
んな社会にしていきたいかを議論していきま
せんか、ということです。そのためには、私
も含めて、あなたがたの中でもこんな未来が
いい、あんな未来があればうれしい、という
ことを社会的な形で話をする、討論をする、
議論ができるような場所に顔を出してほしい
と思うのです。それが簡単なことではないと
いうことはよく分かります。私自身もやは
り、今このような仕事をするような状況にな
るまでには時間がかかりました。ただ、そう
いう形で一人一人があるべき未来を想定して、
そしてそこで議論をする中で本当の市民が
育ってくるのではないかという気がするので
す。海外では対立的、場合によっては攻撃を
受けることも辞さずに行動する人たちがたく
さんいることはすでにお伝えしたとおりです
が、それは逆に言えば、市民が政治の側にス
トレートに入っていくということです。現代
国家は常に武器を専有するわけですから、だ
れでも国家は怖いのです。にもかかわらずそ
れをするのです。なぜやるのか。それは「こ
ういうふうにしたい」という未来があるから
なのです。その未来が実現しないとき、あな
たはいいかもしれないが、次の世代はどうす
るのか、という問いが常に立ちます。そうで
ないような未来を作っていきたいと思うので

す。それが私が申し上げたいことです。

尾 崎：メッセージなどという柄でもないの
ですが、Brexit とかトランプ旋風といった
現象が象徴するように、現代の社会において
は、改めてある種の差異に依存した形で相互
に憎悪し、反発する、あるいは相手を攻撃す
るというトレンドが非常に高まっているよう
な気がします。それをけしからんとか悲しむ
べきことだと言うのは簡単なのですが、その
ことについてのリアリスティックで冷静な認
識を、われわれはますます欠くことができな
いと思っています。
では悲観的になるかというと、そこは逆で、
LGBTは始まったばかりですが、始まったば
かりにしては問題が見えてきたところもあり、
理解が進んでいるところもあると思うのです。
相互に敵対し、抑圧し、不可視化し、なきも
のにするという悪循環から、良循環にどこか
で切り替わるときが多分、社会には来るとい
うことについては楽観的であってもいいので
はないかと思うのです。今日私が最初に申し
上げた、社会調査における性別の選択肢の議
論などは一つの例だと思うのですが、そうい
う楽観性は持っていてよいと思います。
他方、妙にある種の感情的な連帯を拙速に
求めるのは問題だと私は思っています。反発
し、敵対し、攻撃するということと、感情的
に連帯するということはコインの裏表みたい
なもので、私はどちらも反転可能だと思って
いるので、そうではない形での他者との向き
合い方をどうやって実現するかということを
考えています。先ほども少し申し上げまし
たが、「理性的な対話」に懸けるしかないと
思っています。これはメッセージというより
も、LGBTの運動を含むさまざまな社会運動
を今のところはそういうものとして見ていけ
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たらと個人的には思っているということです。

鈴 木：二つ申し上げたいと思います。まず
パートナーシップ制については、次のステッ
プとして法的な婚姻にまで格上げすることが、
差し当たりの目標になると思います。しかし
私は結婚が問題なのではなく、平等が問題な
のだと思っています。つまり、平等を獲得す
るために結婚というメルクマールに差し当た
り到達する必要があるということであって、
結婚ですべてが解決するわけではありません。
結婚するかしないかはもちろん個人の自由な
はずですが、「選べる」「しようと思えば、結
婚できる」ということが重要です。現在はそ
の自由を奪われているという状況です。この
ことは台湾の運動家から教えてもらいました。
ですから、LGBT運動のゴールは決して、同
性婚法ではありません。それができたからと
いって、平等がすぐにすべての領域で達成さ
れるわけではありません。それは一里塚にす
ぎません。その一里塚ですら日本では非常に
困難ですが、差し当たりはそれを目指すとい
うことだと思います。
もう一つは、今日は LGBT の当事者の方
もおられると思うし、これが文章になって
ネットに出ればそれを読まれる方もおられる
ので申し上げたいのですが、やはり当事者の
方は自分の身の回りや身近なところで「プチ
運動」をやってほしいと思うのです。私は大
学で、今年から学生相談室委員というのを仰
せつかっています。つまり、学生のよろず相
談を受ける委員です。なぜ私が指名されたの
かよく分かりませんが、恐らく LGBT の当
事者なので選ばれたのではないかと想像して
います。案の定、LGBTの学生が相談に来ま
す。相談室では「LGBTの相談は私に廻して
ください」と言っています。それから、これ

からやろうと思っているのが職場環境の改善
です。例えば同性のパートナーに対する忌引
き休暇であるとか、介護休暇、慶弔見舞金の
支給といった職場の制度は職場ごとに作れま
すので、その実現のために働きかけていきた
いと思っています。
大学における LGBT の問題は、もっぱら

学生の問題だと考えられています。学生にト
ランスジェンダーの子がいる、GID の子が
いる、だから配慮してください。最近、日本
の学校でも頻繁に聞かれるようになりました。
でも、LGBTは教職員の側にもいるというこ
とは全く想定されていません。だけど、学生
に対するメッセージとして、ゲイである、レ
ズビアンである先生が教壇に立って、差別さ
れないで教育研究活動をしていることを見せ
ることが、学生には何よりの励みになるし、
ロールモデルになるし、勇気をもらえると思
うのです。今日来て下さった方の中には学校
関係者もたくさんいらっしゃると思いますが、
大学の中で、学生だけではなく、教員や職員
の中の当事者の方に活躍してもらっている姿
を学生や社会に対して見せることが、当事者
の学生に対する一番の励ましになることを忘
れないでいただきたいと思います。教職員に
も LGBTはいるのです。

瀬名波：それでは、後半のセッションはこれ
で終わりにして、閉会式の準備をしたいと思
います。　登壇者の方々、ありがとうござい
ました。どうぞ拍手でお送りください。（拍
手）

 ❖ 閉会の挨拶

瀬名波：これより閉会式を始めさせていただ
きます。
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それでは、文学研究科研究科長の山本文彦
教授に閉会の挨拶をお願いいたします。

山 本：今日は大変長い時間、熱心にお聞き
いただきまことにありがとうございます。ま
た、登壇していただきました先生方、どうも
ありがとうございました。私は文学研究科で
西洋史、歴史を研究している者ですが、皆様
のお話をお聞きした感想を述べさせていただ
きます。
われわれ歴史家は、社会を分析するに当
たって長い時間スパンで物事を考えるという
癖をつけられております。今行われている差
別、また運動というものが、例えば 200 年後
に歴史家によってどのように評価されるも
のになるのかということを思いながら、皆
様のお話を聞いておりました。私は 16、17、
18 世紀のヨーロッパ社会を勉強しています
が、実はその社会において―「規律化」と
いう言葉を使うのですが―ヨーロッパ社会
が共通のルールを共有し始めていきます。そ
うすると差別が生じてきます。中世ヨーロッ
パのそれ以前の社会ではなかったことですが、
人々はマイノリティをマイノリティと認識し
て差別していきます。それが始まっていく時
代を私は勉強しています。今日お話を聞きな
がら、このような新しい運動が将来どのよう
な形で評価され、またどのように展開してい
くのかということについて、私は大変関心を
持ちました。そういう意味で、今日は私自身
にとってとてもよい機会になりました。
今日は、このような機会を主催しました瀬
名波先生はじめ、参加していただいた皆さん
に改めてお礼を申し上げ、閉会の挨拶とい
たします。どうもありがとうございました。
（拍手）

 ❖ 閉　会

瀬名波：山本研究科長、どうもありがとうご
ざいました。
これにて、一般公開フォーラム「シティズ
ンシップと市民運動：LGBTをとりまく日本
的事情」を終了することになります。
さて皆様はどのような思いをもってこの会
場を出られるのでしょうか。ご満足いただけ
ましたでしょうか。気になることはございま
せんでしょうか。いずれにせよ、この世の中
は前途多難であるということはお分かりいた
だけたのではないでしょうか。
最後に、企画担当者の一人として、皆様に
お願いしたいことがあります。
今後、私たちのまちづくりについて考えた
り活動したりする機会がありますなら、本日
の「シティズンシップと市民運動：LGBTを
とりまく日本的事情」というフォーラムを思
い出し、それを一つの指標としていただきた
いと思います。そして、同じ空気を吸って暮
らす市民にとって公平で公正な社会が持続可
能に作られることを、心より念じております。
また、北海道そして札幌という場はそういっ
た空気を作ってくれるところだと強く思って
おります。
本日は長時間にわたりまことにありがとう
ございました。企画者一同、心より御礼申し
上げます。ご来場、まことにありがとうござ
いました。（拍手）
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左から 瀬名波栄潤、近藤智彦、野宮大志郎、新田孝彦、山本文彦、鈴木賢、尾崎一郎、蔵田伸雄（敬称略）

一般公開フォーラム
「シティズンシップと市民運動～ LGBTをとりまく日本的事情～」  記録
発行　2017 年 3 月 31 日

主催： 北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター
共催： 北海道大学法学研究科附属高等法政教育研究センター
後援： 北海道大学サステナビリティ・ウィーク 2016

北海道大学大学院文学研究科
応用倫理研究教育センター　編集

編集責任者　蔵田伸雄
（北海道大学大学院文学研究科教授・同応用倫理研究教育センター員）

©2017 応用倫理研究教育センター

ISBN 978-4-9907888-4-1

〒 060-0810
北海道札幌市北区北 10 条西 7 丁目
北海道大学大学院文学研究科
応用倫理研究教育センター

E-mail:caep@let.hokudai.ac.jp 
URL:http://caep-hu.sakura.ne.jp/


	表紙.pdf
	校了2 (1)

